
至元年間における関中の復興 と地域開発

一 ヒ トとモ ノの 動 き を 中心 に一

井黒 忍

は じめに

金 ・モ ンゴル交替期 におけ る関中は、10年 以上 にもお よぶ断続的 な戦争 状態 の中で

荒廃 を極 め、正大8年(1231)に お ける金軍 の撞 関以東へ の退却 に ともな う強制徒 民

によって、中心都 市で ある京 兆 も人 口空 白状態 に陥った。オ ゴデイ12年(1240)に 始

まる滑北地域 での屯 田 ・水利開発 によって端緒 が開かれ た復興へ の足取 りは、モ ンケ

の大ハー ン即位 の後 、関 中を分地 として与 え られ た皇弟 ク ビライ の指揮 の も と、廉希

賢、挑枢 、商挺 ら名 だた るブ レー ンた ちによって本格化す るかに見 えたが 、モ ンケ と

の間に生 じた確執 に よってわず か4年 あま りで頓挫す る。

これが転換期 を迎 え るの は至元9年(1272)で あ る。 同年 のマ ンガ ラ(MangYala:忙

再刺)の 安西王就封 と翌10年(1273)の 京 兆へ の出鎮 が契機 とな り、安西 王国の統治

下 において 関中の復 興 と地域開発 が推進 され てい く。京 兆は西北 ・西南方 面への押 さ

えか ら、甘粛 ・中央ア ジア ・テ ィベ ッ ト・四川 ・雲南方面へ の要で ある 「大都 市ケ ン

ジャンフ」へ と変貌 を とげるの である。 この復興期 を迎 えた京 兆に あって、 きわ めて

特異 な足跡 を残す のが劉斌 とい う人物 である。彼は無位 無官の身 であ りなが ら、開発 ・

復興事業 にそ の名 を刻 む。大ハー ン ・クビライへの謁 見 とい う栄誉 に浴す るこ とにも

なったそ の主 た る功績 は瀦水へ の架橋 に もとめ られ る。

秦嶺 に源 を発 し、京兆 の東 を過 ぎて滑水に流れ込む濡水 は、関 中八川 の一つ に数 え

られ る。そ こに架 か る濡橋 は都 を離れ る人々が別 れ を惜 しんで柳 を手折 り、数 々の名

句 を残 した折柳 の舞 台 として も有名 であ る。その歴 史は前漢 時代 の木橋 に さかのぼ る。

これ が新 の地 皇3年(22)に 火 災に よって焼 け落 ちたた め、 あ らたに石造の橋 につ け

替 え られ 、長 久 を祈 って長存橋 の名 が与 え られた。

漢代 の瀟橋 が長 安城 との位置 関係 か ら./1水と涯水の合流地点 よ り北側(現 在の'lfp]区

段家村付近)に 架設 された のに対 して、階代 には大興城が漢長安城 の東 南 に建設 され た

のに ともない、開皇3年(583)に 涯 水 との合流点 よ り南側(現 在の瀟橋鎮付近)に 移 さ

れ 、唐代 には天下 の十 一大橋 の うちの四大石橋の一つ に数 え られた1。 そ こか ら北に

向かえば東 滑橋 よ り滑水 を越 え、高陵 ・三原 の諸県 をへて陳北 ・オル ドスに達 し、南

に向か えば藍 谷 を経 て商州 に至 り、丹水 ・漢水 に沿 って裏陽 に達す る。瀦橋 は京兆か

ら東 に向か う上での必経 の地で あ り、北 ・南 ・東 の三方か ら京 兆に至 る諸路 の結節 点

と して交通 ・物流の要 であ り続 けたのである。

劉斌 を主役 とす る至 元年 間の瀟橋架設 に関 しては、当時の京 兆士人層 を代 表す る李

1『 旧唐 書』 巻43・ 職 官+・ 尚書 都 省 ・工 部 「凡 天 下 造 舟 之 梁 四 、河 則 蒲 津 ・大 陽 ・河 陽 、洛 則 孝 義 也 。

石 柱 之 梁 四 、洛 則 天 津 ・永 済 ・中橋 、溺 則 濡 橋 。 木 柱 之 梁 三 、皆 滑 川 、 便 橋 ・中 滑 橋 ・東 滑橋 也 。 巨梁

十 有 一 、 皆 国 工 修 之 。 」
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庭 に よって 「創 建瀟石橋記」(『寓庵集』巻5、 以下、「斜汕 と略す)が 撰 述 され 、 さ ら

に駆天駿 の 『類編長安志』倦7・ 橋渡 ・橋、以 ド、「駆志」と略す)に も記録 が残 された。

さらに時を隔てて 、張養 浩に より 「安西府威寧県創建覇橋記」(『張文忠公文集』巻14、

以r、 「張記」と略す)が 撰述 され 、その顕彰がな され たC,「李記」の末尾 には執筆 に至

る経緯が以下の よ うに記 され る、,

一 日
、京 兆府学教授 の駝 天駿 は、(劉)斌 とイ皆に門に踵 りて来 り、告 げて 日 く 「斌

の橋成 る も亦た先生 の志 な り。 今将 に諸れ を石 に勒 り、以 て歳 月を紀 さん とす る

に、文は先 生に之れ を属せ ざれば而 して誰 をや 」 と。余 は之れ に応 じて 曰 く 「諾」

と。遂 に其の顛 末 を序 し、以て後の 人に論 げ、守 りて壊 す こ と勿 らしむ るな り。2

濁橋 の完成 を記念す る碑 文の撰述 を求 め る京 兆府学教授 の儲天駿 と劉斌 に対 して 、李

庭 はそ の申 し出を快諾 し、架設事業の内容を後世 に語 り伝 え るとと もに、y¥/1橋の保護

を訴 えるため これ を撰 述 した とい う。 よって、 「李記」 は もとよ り、 「酪志」 の情報源

も劉斌 自身 であった可能性 が高 く、両 史料 は整合 的な理解 が可能な信頼 に足 る もの と

なる。なお、「張記 」撰述 の経緯 に関 しては、別 に検討 を要す る問題が含 まれ るため後

段 にて詳述す ること とす るが、結論か らい えば、武 宗カイ シャンの至大3年(1310)

である可能性 が高い。情報源 お よび時期 の隔 た りの点 か ら見て、「李記」・「酪志」 と比

べ て 「張記 」の信 愚性 は低 いが、他の 史料には見 えないオ リジナル な記述 内容 も含ま

れ る ことか ら、参 考史料 としての利用価値は残 され る。

濁橋架設 以外 に劉斌が 関与 した事業 として京兆宣聖廟 の復興が挙 げ られ る。金 ・モ

ン ゴル戦争 の混乱の 中で 、唐代以来の石刻 を保存 した京兆宣聖廟 は徹底 的な破壊 を被

った。現在 の碑林 博物館 に見 られ る碑刻群 の一大集積地 としての状態 に至 る間 には、

モ ンゴル時 代の復 興事業 の意義 を見逃す ことはで きず 、その中で明瞭 な足跡 を残すの

が 「瀦橋 の劉斌」で あったC」

劉斌 に よる瀟橋架設 に関 しては、す でに李之勤 に よって2篇 の専論が公 表 されてい

る[李1994A・B]。 上記の3史 料 を内容 ご とに比較検討す るな ど、濁 橋架設事業の全体

像 を知 る上で不可欠 の研 究であ る。また、劉斌 の宣聖廟修復 への関与や 「張記 」撰述

の時期について言及 がな され る点に も大きな意義 を認 め うるが、 さらに踏み込 んだ考

察 を行 うべ き問題点 も多い。 そ こで本稿 では、劉斌 が ともに関与 した{橋 架設 と宣聖

廟 の復興 とい う両事 業 を切 り口と して、至元年 間にお ける関 中復興 と地域 開発 の足取

りをた どってみ たい。とくに、開発 に関わ る ヒ トとモ ノの動 きを明 らか にす ることで、

史料か ら復元 され る骨格 に肉 をつ け血 を通わす 作業 を試 みたい。

従来の研 究 にお いては、中国の 「地 大物博 」とい うイ メー ジに よってか、各種建設 ・

開発事業 を考察す る際 に、そ こに不 可欠な物的資源 の動 き とい う問題 がなお ざ りに さ

れて きた感 があ る。 地域や時代 によ り状況 は異な るもの の、大 は都市 の建設 や官衙 ・

寺廟 の建造 ・修繕 か ら、小 は石碑一基 の建立 に至 るまで 、必要 とされ る資材が建設現

場 の脇 に転 がってい るわけではない。各種資材が どこか らどの よ うに調達 され たのか

とい う問題 を明 らか にす る ことは、開発 の経緯やそ の背景 とな る理念 ・目的 を考察す

る ことに も劣 らず重要 な作業 であ る。 これ を抜 きに しては血 の通わない一種 の骨格標

2一 日
、京 兆府 学 教授 酪 天 験 、楷(劉)斌 踵 門 来 告 日 「斌 之橋 成 、亦 先生 之志 也 。 今 将 勒 諸 石 以 紀 歳 月 、

文 不 先生 之 属 而 誰 欺、,」余 応 之 日 「諾,」 遂 序 其 顛 末 、以 論 後 之 人 、傳 守 而 勿壊 也 。
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本が復元 され るに過 ぎない。骨格 に血 肉を与え、生き生 き と した姿を もって眼前 に現

すには、モ ノの流れ を復元す る必要 がある。 これ に よ り本稿 はモ ンゴル 時代 にお ける

一 事例研 究 とい う枠 に とどまる ことな く
、関中 とい う地域 の もつ地理 的特性 や資源 を

め ぐる周 辺地域 との関係性 を明 らか にす る もの となろ う3。

よ郷 ◎

【図1:関 連 地 図 】

第1章 瀦橋の架設

第1節 架橋の経緯

至元9年 の 夏、大ハー ン ・クビライの もとに、r由 東 の梓 匠」、「魯 の民」、「堂 邑の民」

と称 された劉斌 が召 し出された。 時 ま さにiYh架 設 の さなか、無位無官 の身 なが らモ

ンゴル帝国 の公式駅伝 網 ジャムを利 用 して京兆 より上都 に至 った劉斌 は、 ク ビライ の

下問に答 えて瀟橋 の設計図 を奉 り、 工事 に至 る経緯 を言上す る とともに、架橋 に必要

な物 資の数々 を申 し添 えた。その応対は大 いにク ビライの意 にかない、求 める ところ

すべ てに応 じる との言質 を得 る。 これ によ り、京 兆の官籍没収 田が下賜 され、対南宋

戦争 で捕虜 とな り秦嶺 の関降 に配備 され てい た人 口が労働 力 と して投入 され た4。 加

3こ うした問題意識は
、モンゴル国アウラガ遺跡にて出土した鉄製品の成分分析 を通 して、それ らが山

東省金嶺鎮もしくは湖北省 大冶 ・象鼻山の鉱石に近似することを明 らかにした白石典之 ・大澤正己の研

究を踏まえ、「霊巖寺執照碑」に見える内史府 と製鉄 との関係性に書及 した舩田善之の研究らから啓発 さ

れたところが大きい 〔Osawa2005、舩田2005〕。

4李 庭 「創建瀬石橋記」(『寓庵集』巻5)に よる。原文では 「勅賜京兆官籍没田園、発新収南口長充役

作」とされる。至元 圭0年q273)前 後における京兆…帯の状況はモ揮の 「論関陵事宜状」ぼ秋澗先生大
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えて、中統紗25,500繕 の賜 与 と京 兆への輸送 が命 じられ るな ど、ク ビライへ の謁 見を

きっか け として瀦橋架設事 業は よ うや く本格的に始動す る。

まずは、そ の前段 階で ある瀟橋架設 に至 るまでの経緯 か ら見て いこ う。「李記」によ

れば、

長安の形勢 を以 て天 下に雄 た るは、其の来た るや 尚 し。左 は晋魏 に達 し、右 は朧

蜀 を控 え、冠蓋 は鱗葦 し、商質は輻韓す。 実に西 秦の都 会 な り。城 を距 て東 のか

た三十里、瀟水 は南 よ り来 り、官路 を横 絶 し、西 北十五里 にて滑 に入 る。其 の源

は商顔 山中よ り出づ。 毎歳 の夏秋の交、森濠 して1張溢 し、川谷合流 して、石氷崖 し

て下 らば、 巨浪 は膨演…た りて、浩 として津涯無 し。行旅 は徒渉 に病み 、漂溺 して

死す る者数 うるに勝 うべか らず。 至元元年 の秋 、山東の梓 匠劉斌、適 たま此 こに

至 り、之れ を見 るに側 然 と して、内か に心に誓い、為 めに石橋 を構 え、以 って菰

の苦 を極わん とす。既 に して家に還 り、其の父母親 旧に告 ぐるに、皆 な悦 び之れ

に従 いて 曰 く 「此れ奇 事な り。 当にカ を勉 むべ し」 と。 各お の嚢資 を出だ し瞳 と

為す。 斌 ともに誓 いて 曰く 「橋成 る無 くんば、東 に帰 らず」 と。 ここに於 いて、

束装 して戒行 し、前み て相衛 に抵 り、鎚 塾七百余事 を市い、賛運 して西 し、盧 を

瀦上 に結び、人 を して輪 を以て業 と為 さ しめ、得 る所 を敏 め募工 の直 に充つ。5

とあ り、至元 元年(1264)の 秋 、瀟水 の凶状 を 目の 当た りに した劉斌 は石橋 の架設 を

心 に誓 う。 故郷へ と戻 った後、父母や親 族、友人 らに 自らの心願 を伝 え資金援助 を得

る と、架橋 が完成す るまでは故 郷 に帰 らない ことを誓 って京兆へ の帰路 についた。 こ

の時、劉斌 の心 を動か した濁水 の凶状 とは、毎年夏か ら秋 にか けて水 か さを増 した渥

水 な どの支 流が流れ込み 、音 を立てて岸壁 に衝 突 し波 を逆立てて流れ 下る暴れ川 と化

したその姿で あった。際 限な く広が る激 流は、旅 人を悩 ませ るに止 ま らず 、無数 の溺

死者 を も生 み出 した。

「酪志」 では、同 じく劉斌 に濡 橋架設 を決意 させ た顛末 につい て以下 のよ うに述べ

る。

唐宋 よ り今 まで、有 司は民に材木 を課 し、輿梁を為 り以て済 く。十月 に橋成 り、

三月 に折殿す。我 が大元 に至 り、堂 邑の劉斌 、修 めて石 橋 を為 る。初 め、瀦水 の

秋夏 の交に適 り、森瞭 して1張溢 し、波濤 は淘湧 た りて、舟揖の通ず る能 わず 、行

人 を漂没す ること、琿 くは紀す べか らず して、常に渉客 を病 ます。 中統癸亥 、会

た ま斌 の秦 に旅 し、還 りて{上 に至 るに、秋 雨の,/1乏漂す るに値 る。 同行 の車 は凡

そ三 、1張息 まば、斌 の車前導 し、僅 かに岸 次に達す。 渡 る者 は人畜幾 ん ど溺す る

も、iを 斬 りて免 るるを獲。 其の殿 な る者 は流れ に随いて漂没 し、在 る所 を知 ら

全 文集 』 巻85・ 『烏r補 』 所 収)に 詳 し く、 京 兆 にお け る人 口流 動 や 治 安 の 悪 化 な どの 状 況 が 伝 え られ

る。 同 史 料 の 訳 注 が 高橋(編)2007に あ る。

5長 安 以 形 勢 雄 天 ド
、 其 来 尚 　 。 左 達 晋 魏 、 右 控 朧 蜀 、冠 蓋 鱗 葦 、 商 賞輻 較 、 実 西秦 之 都 会 也 。 距城 東 三

f里 、 溺 水 南 来 、 横 絶 官 路 、 西北 十 五 里 入於 滑 、 其源 出 於 商 顔 山 中。 毎歳 夏 秋 之 交 、 森 濠1張溢 、 川 谷 合

流 、詠 崖 而 下 、巨 浪 膨 濱i、浩 無 津 涯 。 行 旅 病 於 徒 渉 、 漂溺 而死 者 不可 勝 数。 至 元 元年 秋 、 山東 梓 匠 劉 斌 、

適 至 此 、 見 之側 然 、 内 誓 於 心 、 為構'la橋 以 極 戴 苦。 既 而 還 家 、 告 其 父 母 親 旧 、 皆 悦 而從 之 日 「此 奇 事 、

当勉 力。 」 各 出 嚢 資 為 賭 、斌 与 誓 日 「橋無 成 、不 帰 東 実。 」於 是 束 装 戒 行 、前 抵 相 衛 、 市 鎚 塾 七 百余 事 、

賛 運 而 西 、 結 盧 瀟 上 、 教 人 以 輪 為 業 、敏 所 得 充募 工 之 直,
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ず。 斌 は遂 に石 梁 を修 めん ことを誓い、帰 りて親 に詞 し妻に辞 し、家事 は悉 く其

の弟 に委ね て、 曰く 「若 し石橋成 らざれ ば、永に東 帰せ ず」 と。至元三年 、盧 を

瀟岸 に結び 、先 に木梁を架 し、以って通ぜ ざるを済 く。斌 は匠石、工梓 、鍛冶 、

断 断 を能 くし、解 せ ざる有 る靡 く、素芸 を以て其 の費す る所 に供 し、落成 に至 る。6

唐宋 時代 よ り以降7、 なが らく瀟水 に常設 の橋 は存在せず 、毎年 、民か ら供出 され た

木材 を用 いて、10,月 に架橋 し翌年3月 に これ を撤去す る臨時の木 造橋 が渡 され るに過

ぎなかった。季節 的に船の航行す らも不可能 にな るほ どに水量 の増加 をみせ た瀟水 は、

至元28年(1291)の 秋 に も西岸 に位置す る漢文帝 の陵墓 であ る覇 陵の墓門を打 ち破 り、

石板500片 を流 出 させ る とい う被害 を引き起 こす8。 夏 ・秋季 に集 中す る降雨 と秦嶺

か らの流 出水 の増加 が度重 なる氾濫 を引き起 こす原 因であ り、 こ うした 自然 条件 に耐

え うる常設橋 梁の架 設 には相 当の技術力 とこれ を支 える工事資金 、資材 が必 要で あっ

た こ とは言 を待たない。

「酪志」 と 「李記」の内容 をあわせ 考 えると、中統癸 亥(4年 、1263)に 京 兆に到 来

した劉斌 は、至 元元年(1264)に 故 郷の堂 邑県へ の帰路 に着 き、瀦 上か ら渡河す る際

に同行者が濁 流にのまれ、 自らも車の引 き綱 を断 ち切 って辛 くも九死 に一生 を得 る と

い う体験 を した ことで117"1(a」の架設 を決意す るに至 る。 さらに故郷 での資金募集 を終 え

て、京兆 に帰着 したのが至元3年(1266)で あ り、 まず は木材 を渡 しただけの簡 便な

橋梁 を掛 けるこ とでその往来のルー トを確保 した。劉斌の職 に関 しては、「李記」では

梓 匠 と記 され 、「酪志 」で は 「匠石 、工梓 、鍛 冶、断 断を能 」 くした として、石材 お よ

び木材 、金属 の加 工な ど多方面の技術 に秀でた とされ る。さ らに、京 兆へ の帰着 の後、

瀦水 のほ と りに居 を構 え 「輪 を以て業 と為 」す とともにその技術 を伝 え資金 を集 めた

ことか ら考 えて、主 た る生業は車両製造 にあった ことが分か る。 これ は 「張記」 にお

い て 「輪輿 を業」 とす るとあ ることか らも裏付 け られ る。

松 田孝一 お よび 山本 明志 の研究 にて指摘 され る様 に、 当時の京兆で は立占赤 を用 いた

テ ィベ ッ ト僧 の頻繁 な往来 が確認 できる 「松田2000、 山本2008]。 モ ンゴル時代 に入 り、

テ ィベ ッ トや 四川 、 さらには中央 アジアな どとの交通 ・物 流が よ り活発化 したのに と

もな い、車輌 の需要 の高ま りが生 まれ た と考 え られ る。 そ もそ も、劉斌の京兆へ の到

来 自体が こ うした需要 を見込 んで、 もしくはその可能性 を探 る 目的でな され た もの と

も推測 され る。 さ らに、劉斌 が京兆 に至 った 中統4年 とい う時期 に注 目すれ ば、その

前年7月 まで故郷 堂 邑を含む 山東一帯 は李壇 の乱 の舞 台 となった。 戦乱 と戦後 の混乱

6唐 宋迄今
、有司課民材木、為輿梁以濟、十月橋成、 淵 折殿。至我大元、堂邑劉斌修為石橋。初、{水

適秋夏之交、森濠1張溢、波濤淘湧、舟揖不能通、漂没行人、不可琿紀、常病渉客。中統癸亥、会斌旅秦、

還至瀟上、値秋雨酒 張、同行之車凡二、瀕息、斌車前導、僅達岸次、渡者人畜幾溺、斬革引獲免、其殿者

随流漂没、不知所在。斌遂誓修石梁、帰、詞親辞妻、家事悉委其弟、日 「若石橋不成、永不束帰。」至

元三年、結盧溺岸、先架木梁、以済不通、斌能於匠石、工梓、鍛冶、断断、靡有不解、以素芸供其所費。

7後 に触れるよ うに
、実際には唐末五代期に戦乱によって失われた溺橋は北宋元祐年間に知永興軍事の韓

績によって修復 されている。ただし、その存続期間は不明であ り、「酪志」の記載内容を信 じれば、ある

いは架設後 しば らくして崩壊 したとも考えられ る。

8『 類編長安志』巻8・ 山陵家墓 ・山陵 ・文帝覇陵 「新説日
、至元辛卯秋、覇水衝開覇陵外羨門、吹出石

板五百余片。」
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を避 ける とともに、新 たな販路 を求めて京兆へ到来 した とも考え られ よ う。

当時 の物流や製造業 に関わ り興味深 いのが、堂 邑県か らの帰 路に 「相衛 の地」 にて

つ ちや のみ な どの工具を七百件 あま り購 入 し、 これ らを車載 して京兆 まで輸送 してい

るこ とである。相衛 の地 とは、太行 山東南麓の相州 と衛州 を指 し、モ ンゴル時代 の行

政 区分 では彰徳路 と衛輝 路に相 当す る。 太行 山南部 には多 くの鉄鉱 山が存在 し、周辺

には相州旙 陽冶や磁州武安 県固鎮冶な ど著名な製 鉄地が点在 す るL王2005]。 また、衛

州 にはオ ゴデイ時代 に軍儲所 が設 け られ、モ ンケ時代 には都 運 司が設置 され るな ど[一+一一一

1974]、 交通 ・物流 の要衝で あるに止 ま らず、対南宋作戦 を 目的 とした軍需物資集積 の

中心地 で もあった。 当時、黄河北岸の地 には、兵器 や農 具のみ な らず 、 さま ざまな鉄

製 品が取 引 され る一 大市場が形 成 されていたので あろ う。

李庭 は 「李記」 以外 に も瀟橋架設 に関連す る複数 の記録 を残 して いる。 その一 つが

「繍橋破 土祭 文」(『寓庵集』巻8)で ある。

昔 、鄭 の子産、其 の乗輿 を以 て人 を湊清 に済 くるに、孟子お も えら く恵 なれ ども

政 を為す を知 らず と。然 らば則 ち橋梁 の脩 め ざるは、我が有司実 に其 の責を任 う。

某 、天子 の命 を承 け、来 りて此の土 を守 る。凡そ 民のた めに利 を興 し害 を除 くべ

き者 は、皆 な当に心 を尽 しカめて之れ を為すべ く して、敢 えて辞せ ざるな り。惟

うに薙れ 溺河、大 路 を横戴 し、秋 夏の交 に当 らば、 山水 は暴脹 して、甚 だ民の患

と為 る。 今畳石 を将て、以 て脩 梁 を架 し、往来 の人 を して漂溺 に死せ ざら しめ、

以 て天地の好生 の徳 を広 げ、主上の愛民の心 に副 わん こ とを庶 幾 う。惟 あ爾神 、

其れ之れ を相 よ。破 土の初、敢 えて誠 を以て告 ぐ。 尚わ くは饗 け られ よ。9

瀦橋架設 事業の開始 にあた り、 土地神 、 もしくは濁水 の神 に対 して事業への加護 を求

め成功 を祈 るために撰述 された 文章であ り、起 工式 にて読み 上げ られ た もの と考 え ら

れ る。 注 目すべ きは、 当該 文章 にお いて劉斌 の名 が挙げ られ ない点で ある。つ ま り、

祭文 の主体、す なわち起 工式の主催者 は劉斌で はな く、あ くまで現地の有 司であった。

これ には瀟橋 鎮 を所管す る威寧県10、 も しくは京兆府 が相 当す る と考 え られ 、瀟橋架

設 がその 当初 よ り劉斌個 人の事業 に とどま らず 、公的事 業 とい う性 質 を濃厚 に帯 び る

ものであ った こ とを意味 してい る。

本祭 文の執筆時期 は記 されず 、 「李記」 に も着 工の時期 は明記 され ないが、 「駝 志」

と 「張記」では ともに至元3年(1266)の 着工 とす ることか ら、起工式 もこの時期 に

な された と考 え られ る。 また、竣 工の時期については、 「李記」 では15年 間の月 日を

経 て至元15年(1278)に 落成 した とす るのに対 して、 「駝志」 では 「前後三十寒暑 を

歴 」て とあ り、「張記」では至元25年(1288)の 完成 とす る。 「張記」 との矛盾 につ い

ては後段にて あ らた めて検討す るが、「李記」と 「駝志」のの間 に矛盾 は存在 しない と

考え られ ることか ら、工事 に費や され た15年 の 月 日とは劉斌 が{水 を渡 るに際 して難

q昔 鄭 子 産 以 其乗 輿 済 人於 湊 清
、孟 子 以 為 恵 而 不知 為 政。 然則 橋 梁 之 不脩 、我 有 司 実 任 其 責 。某 承 天 子 之

命 、 来 守 此 十二、 凡 可与 民 興 利 除 害 者 、 皆 当尽 心 力 而 為 之 、 而 不敢 辞 也 。惟 弦 瀟 河 、横 戴 大 路 、 当 秋 夏 之

交 、 山 水 暴 漬 、 甚 為 民 患 。 今 将 畳 石 、 以 架 脩 梁 、 使 往 来 之 人 、 不 死 漂 溺 、 以 広 天 地 好 生 之 徳 、庶 幾 副 主

上 愛 民 之 心。 惟 爾 神 其 相 之 、,破土 之 初 、 敢 以 誠 告 。 尚 饗 。

10『 類 編 長 安 志 』 巻7・ 鎮 聚 ・鎮 に 「濡 橋 鎮
、在 成 寧 県東 ニ ート五 里」 とあ る。 こ こ で は 鎮 の 所 在 地 が所 属

の 県 か ら某 壁 とい う表 記法 を 用 い て 記 され る こ とか ら、{橋 が 架 か る瀟 橋 鎮 の 所 轄 を成 寧 県 と判 断 す る。
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を逃れ、{橋 架設 を決 意 した至元元年 を起 点 と して、至元15年 に至 る間 を指す。

第2節 瀦橋の構造

15年 間の年 月を経 て完成 した溺橋 の構 造 に関 して最 も具体 的な描写 を載 せ るのは

「張記 」であ る。架設 に先立 って、 旧来 の架橋地点 の西(下 流)側 、約58メ ー トル の

地 点 を着工地点 に設 定 し11、 水勢 を削 ぐために上流側 に水路 を開いて、 凹凸をな ら し

障害物 を除去 して整地 を行った。 さらに、河床 に基礎 とな る木製 の杭 を打 ち込み 、そ

の上に石板 を敷 き並べ る。 石板 の上に石材 を積み 上げ、高 さ2メ ー トル あま りの石柱

を築 いて橋梁 とす る。石柱 の間は石工とよばれ るアーチを作 る。 当初 の計画 では、10本

の石柱 を並べ、9つ のアーチで両岸 をっな ぐ予 定であった。 しか し、 これで は急流 を

支 えきれない こ とが判 明 したため途 中で計画 を変 更 し、石柱 の数 を倍増 して20本 の石

柱 、!9門 のアーチが築 かれ た。ア・_一一.チの径 間は3メ ー トル で、強度 を増す ために輪石

の間は溶 か した銅 ・鉄 で埋 め られ た。橋上 は3列 の レー ンに分かれ、 中央が車道 とな

る。欄干 は美 しくかつ 堅固であ り、狡狙 を載せ た欄干柱 の数 は560本 にの ぼる。橋 の

両端部分 の勾配 が急 であ るため、両端か ら24メ ー トル ほ どの間 に敷石 を積 み重 ねて傾

斜 をゆ るめた。橋の全長 は120メ ー トル 、幅 と高 さは9メ ー トル ほ どで ある。 その波

打つ形状 は虹 が水 を飲 んでいる よ うであ り、橋 を通 る人々はみな驚嘆 してそ の永遠無

窮 の福利 を感 嘆 した とい う12。

情緒 に富んだ張養 浩 の描 写に対 して、「李記」お よび 「駝志」が述べ る溺橋 の姿は相

当に簡潔 であ る。 まず 、 「李記」 によれば、

其 の長 さは六百尺 、広 さは二十 四尺に して、両堤 は隆峙す。下 は洞 門十五 を為 り、

以 て水怒 を泄す。制す るに鉄鍵 を以 て し、望るに 白灰 を以てす。 其 の趾 は山固に

して、其の面は砥平 た り。磨聾 の密 、梵畳 の工、修欄華柱 は之れ を望 まば臨然 と

して天造神設 の如 し。信 に千載 の奇功 、一方 の偉観 な り。 是れ 由 り、車 は軌 を濡

らさず 、人は裳 を褻 げ る無 く、憧憧 と往来 し、坦然 と して阻む もの無 し。13

とある。 さらに、 「酪志 」 には以下の よ うに記 され る。

凡 て一十 五虹、長 さは八十余歩 、闊 さは二十 四尺 た り。 中は三軌 に分 かち、傍翼

の 両欄 、華表柱 は東西 に標 ち、付留神 は南北 に鎮 む。海 獣は醐石 に盤鋸 し、獲狙

は關杯 に樽伏す 。鯨頭 は浪 を噴 し、贅首 は雲 を呑 む。 陛 を築 くこ と五里 、柳 を栽

11張2006に よれ ば
、劉 斌 に よっ て架 設 され た{橋 の位 置 は 階唐 濁 橋 の 西北200メ ー トル に比 定 され る。

12遂 於 故蹟 少 西 七 十 挙武
、 醗 渠 以 殺 湯 桿 、 夷 阻 以 端 地 形 、 下 鋭 木 地 中 、 而 席 石 其 上 、然 後 累 石 角 起 、 高

イ双余 、 若 門 而 円 其 額 、俗 謂 肛 者 、 一十有 九 。 先 嘗 為 九肛 、 水 来 不 能 制 、 至 是 始 益 其 十肛 。 広 … 丈 、 其 隙

則 鋼 以 銅 鉄 、 経 軌 三 途 、 中 備 螢 路 、欄 濫 柱 礎 、 玉 立液 分 。 柱 琢 以 獲 狙 於 ヒ、 合 柱 凡五 白▲六 十 、 橋 両端 虞

其 峻 甚 、 又 覆 石 各 八 十 尺 。 聾 梵 瑚 飾 、 琿 極 諸 巧 。 表 四t丈 、 広 如 干 、崇 如 広 而 省 三 丈。 隆 然 臥 波 、若 脩

虫幣下 飲 、 過 者 莫 不 骸 異嵯 言牙、 以 為 永 世 無 窮 之 利 。

13其 長 六 百尺
、 広 二 卜四尺 、,両堤 隆峙 、 下 為 洞 門 十 五 、 以 泄 水 怒 。 制 以 鉄 鍵 、 璽 以 白灰 。 其 趾 山 固 、 其

面 砥 平 。 磨 聾 之 密 、 梵 畳 之 工 、修 欄 華 柱 、 望 之 蠕 然 如 天 造 神 設 、 信 千 載 之 奇 功 、 … 方 之 偉 観 也 。 山 是 車

不 濡 軌 、 人 無 奏 裳 、憧 憧 往 来 、 坦 然 無 阻 。
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うる こと万株 、遊人の肩摩鍛撃す るは、長 安の壮観為 り。14

両史料 をま とめれ ば、溺橋 の全長は!70メ ー トル、幅は7・7メ ー トルでアーチは15

門、石材 は鉄 製の鍵で 固定 され、石灰 を用いて防水処理が施 された。 橋のた も とには

東西 に華表柱が立て られ、南北 には付留神 が置かれ る。欄干 の内側 には海 獣、外側 に

は鯨頭 や!¥¥首の彫刻が備 え付 け られ、欄 干柱の上 には猿覗 が置かれた。 さらに、岸辺

には堤防が2・5キ ロにわた って築 かれ 、その上には堤防を固め、憩いの場 を生み 出す

た めに柳 が植 え られた とい う。上述の 「張記」が記す内容 とは、長 さ、幅、アーチ数

な どの点で食い違いが見 られ るが、信頼度の点ではやは り 「李記」お よび 「駆志」 に

軍配 があが ろ う。

これ らの描 写か らは、そ の高度 な土木技術 レベル に加 えて、 さま ざまな石造彫刻 に

よって彩 られた壮麗 なsの 姿が あ りあ りと浮かび上が る。 さらに注 目すべ きは、橋

梁の架設 のみな らず、堤防が設置 されその強化のた めに植 樹がな され るな ど、治水対

策 もが盛 り込 まれてい る点 である。 史料 には劉斌のみが クローズァ ップ され るが、そ

の背後には水利 ・土木 な ど各方面の技術 者が参加 していた ことは疑いな く、瀟橋架設

は架橋 のみな らず、漸橋一帯の総合開発事業 とい う位 置づ けにあ った と言 えよ う。

第3節 工事資金の調達

ふ りか えって、故郷 の堂 邑か ら京兆 に戻 り、瀟水のほ と りに居 を構 えた劉斌 は人夫

を募集す るとともに、その賃金支出のた めに車両製造 を開始す る。 当初、 自身 の親戚

や 旧知 よ り資金援 助 を受 け家財 を費や して きたが、人夫への賃金や その他 の費用 をま

かな うには限界があ った。そ こで京兆の人士に対 して、工事援 助のた め資金提供 を求

め ることとな る。 李庭の 『寓庵集 』巻7に は、 これ に関連す る2通 の 「京 兆府溺河創

建石橋疏 」が収録 され る。その1通 目には、

籍 かに以 えら く、台の九重 を欲すれ ば、必ず 累土を資 う。功或いは一贅 に葛 かば、
wに 山 と為 すに足 らんや

。惟 うに人心の善 を好むの誠有 らば、則 ち天下成 り難 き

の事無 し。春み るに此れ長安古都 、宴に惟れ 関右 の要津 た り。奈 んぞ瀦水 の濡流 、

秦川 の巨患 と為 さん。 幸いに大匠に遭い、誓いて長橋 を建 てん とす。願 うらくは

匪石 の心 を堅 く し、端 に して移 山の志有 らん こ とを。今則 ち功縁の就 に垂 ん とす

るに、財 力は倶 に窮 く。緬 と して四載の勤 を懐 えば、wに 半途に して廃すべ けん

や。且つ義 を見て為 さざるは則 ち勇無 きな り、前言 を替 うるこ と勿れ。蓋 し善 を

作 して吉 を得 る者 は常 に多 し、　 て後功 を観 よ。 如 し金諾 を蒙れば、請 うらくは

玉街 に署せ られ ん こ とを。15

14凡 一 十 五 虹
、 長 八1歩 、 闊 二 十 四 尺 、 中分 こ軌 、傍 翼 両欄 、 華 表 柱 標 於 東 西 、付 留 神 鎮 於 南 北 、海

獣 盤 鋸 干瑚 石 、 稜 視 樽 伏 干關 杵 、鯨 頭 噴 浪 、 驚 首 呑 雲 、 築 陽 五 里 、栽 柳 万株 、 遊 人 肩 摩 穀 撃 、 為 長 安 之

壮 観 。

15霜 以 台欲 於 九 重
、 必 資 累L、 功 或{於 一 實 、 量 足 為 山。 惟 人心 有 好 善 之 誠 、 則 天 下無 難 成 之 事 。 春 此

長 安 古都 、 皇惟 関 右 要 津 。 奈 滴 水 之 濡 流 、為 秦 川 之 巨 患 。 幸 逢 大 匠 、 誓 建長 橋。 願 堅 匪 石 之 心 、 端 有 移

山 之 志 。 今 則 功 縁 垂 就 、財 力 倶 窮 。 緬 懐 四載 之 勤 、w可 半 途 而廃 。 且 見義 不 為 則 無 勇 、勿 替 前 言 、 蓋 作

善 得 吉 者 常 多 、 貯 観 後 功 。 如 蒙 金 諾 、請 署 玉衛1,
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と して、「前言 を替 うること勿 」れ とあ ることか ら、おそ らくは着 工に あた ってす でに

資金提 供 を約束 していた者 た ちがお り、その実行 を求めるために発せ られた もの と考

え られ る。 また、文 面か ら判断 して、疏 文の発信者 はや は り劉斌 ではない。撰述者 の

李庭 自身 で ある可能性 もあ るが、す でに見た 「瀟橋破 土祭 文」の例 か ら考 えて、威寧

県、 も しくは京 兆府 の官員 と考え る方が妥 当であ ろ う。

さらに、 も う1通 の疏 文では、

霜 かに以 え らく、川 は惟 れ険 を設 くれ ば、菜乏溢iの虞れ無 くんばあ らず。橋 は用 て

人を済 さば、当に長久 の計 を作すべ し。長安 の名郡 を春 るに、濁 水の濡流 を帯ぶ。

毎に秋 夏の交 に逢 わば、輯 ち波濤 の害有 り。属 を掲 げて渉 る者 、綿 として千載 を

へ、沈溺 して死す る者 、其の幾人な るかを知 らず。 自ら間世 の良工 に遇 うに非 ざ

れ ば、執れか克 く非 常の大事 を建てん。今 山東 の劉君 な る者 有 り。世 よ妙断 を伝

え、生霊 を救 わん と誓 う。 巨石 を平灘 に聲 し、修 梁を当路に架 す。 将て車 を して

軌 を濡 らさず、人 を して裳を奏 ぐること無か ら しむ。wに 惟 だに一方 に壮観 たる

のみ な らんや。皇 に仁心 を百世 に軍 ばす るに足 る。然れ ども豚 の功甚だ大 なれ ば、

費す る所 も貨か な らず。固よ り独掌 の鳴 り難 きを知 らば、正に大家 の著力 を要 む。

敬ん で短疏 を修 し、遍 く高門に詣 る。伏 して望 む らくは、厚禄 の達官、 多蔵 の巨

室、或 いは黄冠 の上 士、或 いは 白足 の高僧 、共 に極溺 の心を推 し、永 えに懸河 の

患 を絶 たん こ とを。華蟻 を渡 して 甲科 は尚お駝 た り、陰徳 の報 は証 な らず。千人

を救 う者 は子孫必ず封ぜ らる、昔賢の言 の猶 お信 たるが ごと し。 如 し金諾 を蒙れ

ば、請 うらくは玉街 に署せ られ ん ことを。16

とあ り、 ここでは よ り具体 的に官員 、富家、道 士、仏僧 に対 して資金提供 の求 めがな

されてい る。r李 記」 に よれ ば劉斌 の濡橋架設 に対 して六州規措大使牛公 、鎮撫 曹公、

引塩提領萢公 よ り楮幣2,500繕 が提供 され た。 さらに至元6年(1269)の 春 には右 司

郎 中徐瑛 の提言 を受 けた陳西 大行 台平章 サイー ド・エジェル ・シ ャム ス ・ウッデ ィー

ン(SayyidAjjalShamsal-Din:實 典赤購思丁)よ り白金20錠(「 張記」では楮幣1,000

繕)が 提供 され る とともに、200人 の役 夫が派遣 され、京 兆 同知 の巨公 の監督 の もと

瀦 橋架設 事業 に当て られ た。 このほか、陳西籏省厳忠範 よ りは駆 男400人 と石材800

車輌 分が提供 され 、京兆府判官憲 元徳 が これ を監督 した。

資金援 助 を求 めた李庭 の疏文 の撰述 時期 が不明であるため、 これ ら諸官 に よる資金

提供 との直接的 な因果関係 は不 明 とせ ざるをえない。 ただ し、資金や資材、 労働力 の

提供 のみな らず 、京兆同知 、京兆府判官 に よ り人夫 の監督 がな され てい るこ とか らも

京 兆府 お よび陳西行省 の瀦橋架設事業へ の関与 は明 らかである。 また、オ ゴデイ 時代

よ り関中 にお ける勢力 を急速 に拡 大 させ ていた全真教やテ ィベ ッ ト仏教17な どの宗教

16籍 以川惟設険、不緬 乏溢之虞、橋用済人、当作長久之計。春長安之名郡、{水 之瑞流 。毎逢秋夏之

交、輯有波濤之害。掲属而渉者、綿歴乎千載、流溺而死者、不知其幾人。 自非遇問世之良工、敦克建非

常之大事。今有山東劉君者、世伝妙断、誓救生霊。畳巨石於平灘 、架修梁於 当路。将使車不濡軌、人無

奏裳。w惟 為壮観於一方、塞足箪仁心於百世。然而豚功甚大、所費不貨。固知独掌難鳴、正要大家著力。

敬修短疏、遍詣高門。伏望厚禄達官、多蔵巨室、或黄冠上士、或白足高僧、共推極溺之心、永絶慧河之

患。渡華蟻而 甲科尚駝、陰徳之報不言巫、救千人者子孫必封、昔賢之言猶信。如蒙金諾、請署玉街。

17『長安志図』巻中 ・図志雑説に 「龍首原俗号日小見原
。或日今原東有西番浮図、至元中所建」とあり、
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者 が、民衆 を救 う 「済度」の行為であ る架橋 に対 して援助 を拒 む理 由はない。 もはや

瀦橋架設 は劉斌個 人の事業 とい う枠には収 ま りきらない、官 民一体の公益事業 として

推進 され た ことは明 らかで ある。

第2章 濡橋架設の背景

濁橋架設 への援 助の うちで も量的、質的に最大の ものが、大ハー ン ・ク ビライ か ら

の援助 であ る。「李記 」によって あ らた めて劉斌が クビライへの謁見 に至 った経緯 を見

てみ よ う。

(至 元)九 年 壬 申の夏、会た ま蘇太師老仙、 呂公伯充、京師 に在 りて、此の事 を

内侍 の賀 公寛 甫に白す。間 に乗 じて奏聞す るに、駅 もて斌 を召 して入観せ しむ。

応対 は 旨に称い、天顔 の喜ぶ こ と甚だ し。勅 もて京兆官の籍没せ る田園を賜い、

新収 の南 口を発 して長 く役作 に充て しむ。18

至元9年 の夏、上都 にあった蘇太師 と呂塾 はケシクにあってク ビライの側近 くに仕 え

る賀仁傑 に劉斌 による瀟橋架設事業 の経緯 を伝 えた。賀仁傑 は機会 を とらえて これ を

ク ビライの耳に入れ 、劉斌 は大ハー ンへ の謁見 とい う希有 な機会 を得 ることとな る。

この経緯 について は、呂一=i-=が撰述 した賀仁傑の墓誌銘 「大元 光禄 大夫平 章政事 商議

陳西等処行 中書省事賀公墓誌銘」(以 ド、「賀仁傑墓誌銘」と略する)19に よ り詳細な内容

が載せ られ る。

時に董 公文[忠]有 りて宿衛 を同に し、協 力 して賛嚢 し、善を善 と し悪 を悪 とし

て、必ず之れ を上 に達す。上甚 だ信重 し、善類 は僑 りて以て集 事す。 時 に人物 を

論 じ、 目して董賀 と為す。姦 臣の奏 して天 下の案 察を罷 めん とす るも、能 く諌止

す る有 る莫 し。塾 は時に国学 生た り、先師 の左 丞許 文正公 、撃に付 して章 を奏 し

て二公 に属す。案察 の復 た立つ るは、二公与 に力有 り。 此の類いは一 に非ず。秦

の瀟水 は濡駿 に して、古今 之れ を病む。魯 人の劉斌 、智数多 く して諸工 に良れ 、

橋 わたす るに石 を以 てせ ん と欲 し、功 に即 くこと八年 な るも、未だ緒有 らず。且

つ其 の成 るを沮害す る者有 り。沁人道者 の蘇 可王敬、其の労 を関み、以為 らく官 の

力 に県 るに非 ざれ ば不 可な りと。秦 よ り都 に赴 き、以て公 に属す。公の上 に言す

るに、上 は斌 を召 し凡そ両び廷見す。上 、其 の人を相 、以為 らく必ず為すべ しと、

カ と人 とを賜 う。前後 三十年 に して、迄 に成 るに底 り、秦の永利 盛観 と為 るは、

至 元年 間 に は 涜 水 西岸 に は テ ィベ ッ ト式 仏 塔 が存 在 して お り、安 西 王 府 との 位 置 関係 か ら見 て も興 味 深

い。 安 西f家 とテ ィベ ッ ト仏 教 との 関係 に つ い て は 、『朧 右 金石 録 』 巻5「 宝 慶 寺 碑 記 」 に詳 しい。

18九 年 壬 申夏
、 会蘇 太 師 老仙 、 呂 公 伯 充 在 京 師 、 白此 事 於 内 侍 賀 公 寛 甫 、 乗 間奏 聞 、 駅 召 斌 入C1。 応 対

称 旨 、天 顔 喜 甚 、 勅 賜 京 兆 官 籍 没 田園 、 発新 収 南 口長 充 役 作。

19威 陽 地 区 文物 管 理 委 員会1979:劉 ・呉2005:余 ・張2006に 拓 影 お よび 録 文 が掲 載 され る
。 成 陽 地 区

文物 管理 委 員 会1979に よれ ば、1978年4月 に 戸 県秦 渡 公 社 張 良 塞 大 隊 村 の 北500メ ー トル の地 点 に お い

て 、賀 氏 の 家 族 墓3基 が発 掘 され た。そ こか ら、大 量 の 人物 ・動 物 陶 桶 に加 え て 、2号 墓 よ り本 墓 誌 銘 が 、

1号 墓 よ り賀 勝 の 墓誌 銘 で あ る 「大 元故 左 丞 相 開 府儀 同 こ司 一L柱国 贈 推 忠 宣 力保 徳 功 臣 太傅 論 恵 懲 賀 秦 国

公 墓 誌銘 」 が発 見 され て い る。 残 る3号 墓 は賀 責 の 墓 と推 定 され る。
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公 父子 のカ な り。20

8年 の月 日を経 て も進展が見 られ なかった劉斌 の溺橋架設事業 に対 して、沁人道者蘇

可轍 は官 の助 力 を得 るべ く京兆 よ り上都 に赴 き賀仁傑 に請願 を行 った。 ク ビライのケ

シクにあって董 文忠 と並び称 され た賀仁傑 の進言 によ り、劉斌 はク ビライ との謁 見 を

果た し、資金 と労働 力 を下賜 され るに至 る。溺橋架設の立役者 として賀仁傑 と賀勝の

父子の名 が称 え られ る。 ここに見 える前後 「三十年」は明 らか に 「酪志」 の 「三十寒

暑」か らの誤 りであ り、至元元年 を起点 として8年 の月 日を経た至元9年 に請願 がな

され た とすれ ば、 「李記」 が述べ る内容 とも齪酷 は生 じない。

『元史』巻169・ 賀仁傑伝 お よび上掲の 「賀仁傑 墓誌銘 」に よれば 、賀仁傑 、名 は

寛甫 、祖 父種徳 の代 に1'.州 よ り京 兆郵 県に移 り住む。 モ ンゴル政権 との関わ りは、父

の賀 責 に始 まる。 甲寅の歳(1254)に 家 を建 て よ うとして壊れ た版 築 の土壁 の中か ら

白金3,700両(『 元史』本伝では7,500両)を 偶然手に入れた賀責は、妻の鄭氏 とはかっ

て クビライへ の上納 を決 める。 この前年 、癸丑の歳(1253)に 京兆 を分地 として与 え

られ 、雲 南 ・大理遠征 を控 えて六盤 山に駐 屯 して いたク ビライ に見え、拾得 した3,700

両 の うち2,500両(『 元史』本伝では5,000両)を 軍費 と して献上 した。その報奨 と して

賀責 が求 めたのは息子 、仁傑 の登用 であ り、その願 いを聞 き入れ て ク ビライ は賀仁傑

を 自らのケシ クに入れ た。その後は、至元17年(1280)に 上都 留守 兼本路都総管 開平

府 サ に任 じられ 、子 の賀勝 に座 を譲 るまで、通算27年 間にわた りケシ クにあって常に

クビライ に近侍 した21。

「賀仁傑墓誌銘 」の記載 の中で も とりわ け注 目すべ きは 「功 に即 くこ と八年 な るも、

未 だ緒有 らず。且 つ其の成 るを沮害す る者有」 りとい う一節 である。 至元元年 に架橋

を思い立 った劉斌 では あるが、至元9年 までの8年 の問にお いては工事に十分 な進展

が見 られ な い どころか、 これ を阻害す る者 までもが存在 した とい うのであ る。 ここで

は直接 に工事 を阻害 した人物 の名 は挙 げ られ ないが、 この一節が 「姦 臣」に よる提刑

按察 司の廃 止 に対 して、賀仁傑 と董文忠が これ に反対 しその復活 に貢献 した とい う文

脈 の中で語 られ るものであ ることか ら、工事の妨害者 も 「姦 臣」 らと同一 人物で あっ

た と推測 で きる。

提刑按 察司の廃止 と復活 とは、至元13年(1276)に ア フマ ドを首班 とす る尚書省 の

建言 に よって廃 止 され た提刑按 察司が、翌14年(1277)正 月 に復活 され た こ とを指す22。

御 史台 か らは御 史大 夫 ウズテムル(tls-temur:丁 借 帖木見)や 御 史 中丞 の張文謙 、監察

御 史 の眺 天福 らが こぞ って これ に反 対 し、翰林院 か らも王磐 か ら反 対意見が 出 され た。

20時 有 董 公 文[忠](中)同 宿 衛
、協 力 賛裏 、 善 善悪 悪 、 必達 之 上。 上 甚 信 重 、善 類 僑 以 集 事 。 時 論 人 物

目為 董 賀 。 姦 臣 奏 罷 天 ド案 察 、莫 有 能 諫 止 。 零 時 国 学 生 、 先 師 左 丞許 文 正 公 付 塾 奏 章 属 二 公 。 案 察 之 復

立、 二 公 与 有 力 。 此 類 非 一 。 秦{水 濡 駿 、 古 今 病 之。 魯 人劉 斌 多 智 数 良於 諸 工 、 欲 橋 以 石 、 即 功 八年 、

未 有 緒 。 且 有 沮 害 其 成 者 。 沁 人 道 者 蘇 可 轍 関 其 労 、 以 為 非 県 官 力不 可。 自秦赴 都 、以 属 公 。 公 言 於 上 、

L召 斌 凡 両 廷 見 、1二相 其 人 、 以 為 必 可 為 、 賜 力 与 人。 前 後 三 十年 、迄 底 干成 、 為 秦 永 利 盛 観 、 公 父子 力

也 。

21賀 人傑 とそ の 子 の賀 勝(伯 顔)
、孫 の賀 惟 一一(太 ・陶 が フ ビ ライ 、 トゴ ンテ ム ル か ら信 任 を 得 て 、 賜姓

や 通 婚 を 通 して モ ン ゴル と して 認 知 され て い っ た こ とは舩 田2007に 詳 しい 。

22『 元 史』 巻9・ 世祖 本 紀 ・至 元14年 春 正 月 癸 卯 条 に 「復 立諸 道 提刑 按 察 司 」 と あ る
。
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ケシ クにあ った賀仁傑 と董 文忠は これ らに呼応す る形で ク ビライに進言 を行 い、提刑

按 察司の復 活 を実現 させ た。「姦 臣」がアフマ ドら財務 官僚で あったこ とは明 白であ る。

さ らに、「張記」で はIT)J橋架設へ の妨害 について 「会 た ま行省廃す るに、嗣 ぎて此 こ

に至 る者論揺 す るに言 を以 て し、其 の 中較す るを翼 う。 而 ども斌解 らず して益 ます

度」23む と記 され 、陳西行省 の廃止 に絡 んで濡 橋架設へ の妨害が な され た とされ る。

陳西行省 の廃止 に関 しては、至元7年(1270)2月 にお け る尚書省 の設 置 とこれ に とも

な う3月 の陵西五路西 蜀四川 行中書省 か ら行 尚書省へ の改称 、さらに至元8年(1271)

9月 にお ける陳西五路西蜀 四川行 尚書省 の廃止 と四川行 尚書 省の設 置、京兆等路の 尚

書省 への直属 とい う一連 の動 きを指す。

これ らはいずれ も状 況証拠 に過 ぎないが、劉斌 の濁橋架設 事業 を妨害 した の も行省

の廃止の後 に京 兆を直接 の指揮 下に組 み込んだアフマ ドが 中心 となる尚書省 であった

と考 え られ よ う。 これ に対 して、架設工事を進 めるために 「官」か らの援助 を求 めて

蘇 可撒が都 に赴 き、京 兆出身の 呂塾が仲介役 とな り、ケ シクにあった 同 じく京 兆出身

の賀仁傑 を頼 って クビライへの謁見 と援助 を得 ることで事業完成へ と道 を開 くことと

なった のである。尚書省 に よって中央政府 の行政 が統轄 され るとい う状況の も とでは、

規定 に沿 った形 での上 申 とい う方法では 尚書省に よる妨害 を排除す る ことはで きない。

そ こで、 ケシ クを仲介 と して大ハー ン ・クビライに直接 事情 を伝 える とい う方法が用

い られ たのであ る24。

同様 の事例 を至元14年 か ら15年 にか けて起 こった四川戦線 にお け る東 ・西川 両行

枢密院 の対 立に も見いだせ る。挑燧 の撰述 にな る賀仁 傑 の神道碑 「光禄 大夫平章政事

商議 陳 西等 処行 中書 省 事贈 恭勤端 力功 臣儀 同三 司太保 封 雍 国公 詮 忠 貞賀公 神道 碑 」

(『牧庵集 』巻17)に よれ ば、至元14年 冬、西川行枢密院 副枢 と して成都 にあった安

西王相 の李徳輝 は、投降 してきた南宋 の合州安撫 使王立 を許 し、いまだその帰趨 を明

らかに しない行四川 制置使張-1:の投 降を促そ うとした。 しか し、モ ンケが没 した因縁

の地 であ る釣魚城 を陥落 させ る ことができなか った東川行枢密 院は李徳輝 に功 を奪 わ

れ る ことを恐 れて王立 を幽 閉す る とともに、ク ビライ にその処刑 を求 め、李徳輝 の越

権行為 を批判す るに至 る。す でに安西王マ ンガラのも とに王立の投降 を報告 し、そ の

赦免 を訴 えていた李徳輝 に対 して、マンガラは四川戦線 への軍 中か ら教 を発 し、赦免

と安撫使 への任命 を伝 えていたに も関わ らず 、東川行院 はマ ンガ ラの教 の存在 を伏せ

て クビライへの上奏 を繰 り返 した。

これ に対 して、 ク ビライ は王立のp殺 を命 じる使者 を再三遣わ したが、マンガ ラの

庇護 に よ り誹i殺は押 し留 め られ た。至元15年 にお けるマンガ ラの死後 、王立は京 兆の

獄 に移 され 、東西川両行枢密 院、安西王相府 、枢密院 の間 にあって解決 の糸 口は見え

ないままであ った。 四川行枢密 院都 事 と して西川行院 にあ った 呂塾 は京師 に至 り、師

であ る許衡 に謀 った上 で賀仁傑 への仲介を求める。仁傑 か らの上奏 を聞いた クビライ

23会 行 省 廃
、 嗣 至 此 者 脆 揺 以 言 、 糞 其 中輯 、rfrl斌不塀 益 虚。

24ケ シ ク の越 職 奏 事 に 関 して は
、 大徳11年12月 の 至 大 改元 の 詔(『 元 典 章 』 聖 政 巻1・ 振 朝 綱 、 『元 史』

巻22・ 武 宗 本 紀 ・大 徳ll年12月)に 「今 後 近侍 人 員 、 内 外 大小 衙二門 、 欽 依 巳降 聖 旨 、 除所 掌 事 外 、 凡

選 法 ・銭 糧 ・刑 名 ・造 作 ・軍 姑 民 匠 戸 ロ ー切 公 事 、 並経 由中}_F-=3省・∫否 施 行 、母 得 隔越 聞 奏 」 と して 禁 止

され る 事 項 で あ っ た。
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は、枢密 院官 を叱責 し、赦免 に とどま らず 、駅伝 を用 いて王立を京師へ至 らせ安撫使

へ の任 官 と金虎符 の授 与を命 じたので ある25。

この事例 にお いて も、許衡 か ら呂塾 を経 て賀仁傑へ とその意 向が伝 え られ 、賀仁 傑

か ら直接 ク ビライへ と奏聞 がな されて認可 を得 るとい う経過 が うか がえ る。 呂塾(字

は伯充、別名は端善26)は 許衡 の高弟 として知 られ る人物 であ り、師の没後 にはその祭

文 を執筆 してい る。 乙卯 の歳(1255)に 許衡 が ク ビライの招 きに応 じ京 兆提学 に任 じ

られ た折 りに これ に師事 し、至元8年(1272)に 許衡 が国子祭酒 とな ると、劉季偉 、

劉安 中 とともに関 中よ り招聰 され27、 国子学 の齋長 に任 じられ、12人 の高弟 の1人 と

して伴読 の任 に あた った。

また 、賀仁傑 の子の賀勝 も幼時 よ り許衡 につ いて学 び、『宋元学案』巻90・ 魯齋学

案 にお いて呂塾 ら蒼々た る高弟達 と並んで名 を連ね る人物 である。r張 記 」にお いて ク

ビライへ の謁 見の後、下賜 された楮幣25,500繕 の駅送が命 じられ た人物 と して 、近臣

伯勝の名 が見え る。 これ を賀勝の字で ある伯顔 の誤 りと考 えれ ば、呂1と 賀仁傑 をっ

な ぐ間 に同門であ る賀勝が介在 してお り、 これが 「賀仁傑墓誌銘」 において仁傑 のみ

な らず、「父子 のカ な り」と称 された理 由とな ろ う。同 じ京 兆の出身者 と して の地縁 関

係 に加 えて、その子賀 勝が許衡 の もとで学ぶ同 門 とい う人的 関係 に よって結 ばれ た賀

仁傑 と呂塾の存在 が無位 無官の劉斌 と大ハー ン ・ク ビライ をつ なぎ、溺橋架 設事業 を

成功 へ と導 くこ ととなったのであ る。

第3章 京兆宣聖廟の修復

溺 橋架設 事業 が完 成 に近づ きつつ あった中、京 兆宣聖廟 の修復 工事が 開始 され る。

『類編 長安志』巻10・ 石刻 ・石経条 に よれ ば、

唐 の貞観 四年 、国子 監を立っ。務本坊 に在 りて、国子 ・大学 ・四門 ・書 ・律 な ど

六学 を領す。巣憲 の入城 す るに、宮殿 ・官府 は皆 な灰儘 と為 る も、独 だ国子監 の

石経 のみ存す。天祐 甲子 、許公韓建 、始めて石経 を府城の北市 に遷す。 今 の府学

に元祐 庚午 の学官黎持 の撰す る所 の 「移 石経記」有 り。其 の略 に曰 く 「石経 、開

成 中に錨刻 し、唐 史は之れ を載す。 文宗の時太学石経 を勒 し、而 して鄭 軍 ・周塀

ら九経 を校定 し上石 し、及 び輩 の宰 臣祭酒 た るを以て石壁九経一 百六十 巻 を進む

るは、即 ち今の石経 な り。 旧 と務本坊 に在 り。 天祐 中、韓建の新城 を築 くに、石

経 もて城 南 に棄つ。朱梁 の時 に至 り、劉都 の長安 を守す るに、幕 吏のサ 玉羽 なる

者有 りて、賛び入れ ん ことを 白す。都 は方に岐軍の侵 に備 うれ ば、此れ 急務 に非

ず と謂 う。 玉羽給 りて以 て賊 を助 けん とせ ば、郡 も之れ を然 りとし、唐 の 尚書省

25銚 燧 「光禄大夫平章政事商議陳西等処行中書省事贈恭勤端力功臣儀洞 三司太保封雍国公論忠貞賀公神

道碑」、『牧庵集』巻17。

26『 宋元学案補遺』巻90・ 魯齋学案補遺 ・補 ・文穆呂先生塾に 「梓材又案、蘇滋渓為呂文穆神道碑云、

呂端善字伯充、而史名盛。是有二名、即一人也」 との考証がある。

27女兆燧 「河南道勧農副使白公墓石易」、『牧庵集』巻26「 乃奏召旧弟子散居四方者、以故王梓 自沐、韓思永、

蘇郁自大名、耶律有尚自東平、孫安与凝、燧、轍 自河内、劉季偉、呂端善、劉安中自秦、独公 自太原、

十二人者、皆駅致館下。」
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に遷す。 其の処 は窪 下なれ ば、立に随 いて輯 ちイトる。悉 く賛び て文廟 の北塘 に置

き、分 ちて東西 の次を為 し、比 して陳列す。明皇の孝経台 は之れ を中央 に立て、

顔 ・楮 ・欧 ・虞 ・徐 ・柳 の碑分布 して立つ。」正大辛卯遷徒す るも、悉 く以 て催イト

す。庚 戌に至 り、省幕 の王探公奉 じて起立せ しむ。至元十 四年 、碑 尽 く催倒 す。

天駿 は孟文 昌 と与 に西府教官 に充て らるるに、濁橋の堂 邑の劉斌 に請 いて復た立

て しむ。28

とあ り、至元14年 の酪天験 と孟 文昌に よる再建 に至 るまでの開成石経 がた どった歴史

が記 され る。唐 大暦10年(775)よ り62年 間の月 日を費や し開成2年(837)に 完成 さ

れ た開成 石経は、黄巣 の乱 に よって長安 が灰儘 に帰 した際 に も唯一難 を逃 れ、務本坊

にあった国子監 に残 され た。ただ し、唐末天佑 元年(904)に 朱温に迫 られた昭宗が洛

陽に遷都 し、佑 国軍節度使 の韓建 に よ り長安城 が縮小 され る中、石経 の一部 は新城内

の北市へ と移 され、残 る部 分は遺棄 され た。 さらに、開平3年(909)、 永平軍節度使

劉rQ,J一の支配下 におい て、幕 吏サ 玉羽 の努 力に よって旧尚書省 の跡 地に移 され たが、地

盤 が脆 弱であ ったた めすべ て倒れ て しまった。これ を現在の碑林 の位置 に移 したのが、

北宋 元祐2年(1087)の 陳西転運 副使 呂大忠であった。 その後 、金末の正大8年 、金

朝 の陳西駐 屯軍団の関 中放棄 に伴 って、再度 こ とご とく倒 され た石経 は庚戌年(1250)

に至って王深 に よ り再建 され た とい う。

通時代 的に西安碑林 の歴 史を考 察 した路遠 の研究 によれ ば、モ ンゴル時代 にお ける

碑 林 ・京 兆府 学お よび 文廟 の修築 と して、 甲辰年(1244)に お ける文廟 の修 築 、庚戌

年 におけ る碑 林の修復 、中統元年 前後にお ける文廟 両鷹 の修築 、至元初年 にお ける碑

林 の修 復、至元7～8年 にお ける文廟 ・府学 ・碑林の修復、後至 元2～5年(1336～39)

年 におけ る文廟 ・府 学 ・碑林 の修復 、至正24年(1364)年 の文廟 修復、至正25年(1365)

年 の文廟 ・府 学 ・碑林 の修復 が挙げ られ る[路1998]。

ただ し、上掲 の 『類編 長安志』石経条 に見 える至元14年 において安西王府 教授酪 天

駿 と孟文昌が呼びか け、劉斌 に 「請いて」な され た開成石経 の再建 にっ いてはその数

に入れ られ ない。モ ン ゴル 時代最後の修 復 となった至正25年 の経緯 をっつ る 「大元重

修 宣聖廟記 」29に よれ ば、

国初辛 卯の歳、乱離 に城 の棄 て らるるも、殿宇 は僅 かに存す。 甲辰の歳 、始 めて

正殿 を葺 い、二門 を起す。 又た十余年 して、至元十 三年 丙子 に当 り、乃 ち大 いに

興繕 を加 う。其 の時国運方 に亨 り、紀綱 は始 めて振 う。年 は豊か に して物 は阜 か、

?8唐 貞観 四 年 寸五国 子 監
、在 務 本 坊 、領 国 子 ・大学 ・四 門 ・書 ・律 等 六学 。 巣 冠 入 城 、宮殿 官 府 皆 為 灰 儘 、

独 国 子 監 石 経 存 焉。 天 祐 甲子 、 許 公 韓 建 始遷 石経 於 府城 北 市,今 府 学 有 元祐 庚 午 学 官 黎持 所 撰 「移 石経

記 」。 其 略 日 「石 経 、開 成 中鑑 刻 、唐 史載 之 、 文宗 時 太学勒 石経 、 而鄭 輩 ・周 塀 等 校 定 九経1石 、及 箪 以

宰 臣祭 酒進 石 壁 九経 一 百六L巻 、 即 今 之 石 経 也 。 旧 在 務 本 坊,,天 祐 中 、 韓 建 築 新 城 、石 経 棄 干 城 南 。 至

朱 梁 時 、劉 郵 守 長 安 、 有 幕 吏 世 」k羽者 、 白螢 人。 郵 方 備 岐 軍 之 侵 、 謂 此非 急 務。 玉 羽 給 以 助 賊 、 郵 然 之 、

遷 干唐 尚 書省 。 其 処 窪Ttr¥1、随 立 輯 イト。 悉 驚1置文 廟 之 北 塘 、分 為Ea西 、次 比 而 陳 列,,明 皇 孝 経 台 立 之 中 央 、

顔 ・楮 ・欧 ・虞 ・徐 ・柳 之 碑 分 布r/l∫・1/二焉■ 正 大 望卯 遷 徒 、 悉 以催 イトJ至 庚 戌 、 省 幕 王探 公 奉 而 起 立。 至

元f四 年 、碑iui'倒 、,天験 与 孟 文 昌 充 西府 教 官 、 請瀟 橋 堂 邑劉 斌 而復 ウニ焉。

29『 北 京 図 書 館 蔵 中国 歴 代 石 刻 拓 本 彙 編 』 第50冊(各698)お よ び 『西 安 碑 林 全 集 』 巻30に 拓 影 が 載せ

られ る。
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家 ごとに給 し人 ご とに足 る。分陵の寄 を麿 くる者 は、皆な一時 の名公 に して、前

後武 を接 ぎ、経営 して規度 し、財 を輸 りて庫 を発 し、勧 めて其 の役 を相 る。 蓋 し

数稔 を歴 て、乃 ち成 るに底 る。 時厭の後 よ り、学 を購 くるに 田有 り、廟 を修 む る

に令 に着 き、殿 た るに随い葺 うに随 うも、事 小に して紀す る無 し。甲子一周 して、

至元復 号の二年丙子 に当 り、復た之れを増修す るは、宴 に行台の群 の執法 の建 白

し侶率す る所 よ り出づ。時に四方虞 い無 く、関輔 は全盛 た り。上 は宗 王藩鎮 よ り、

下は庶府郡 邑まで 、皆 な幣 を発 し俸 を割 き以て之れ を賛裏す。亦 た歳月 を鍮 え、

乃ち其 の功 を詑 え、今 に距 るまで三十年 に迫ぶ。30

とあ り、陳西行省 の官員 らの支持 を受 けて至元13年 よ り数年 間にわた って文廟 は 「大

い に興繕 を加」 え られ る とともに、 この時 よ り経費 をまかな うべ き学 田が設 け られ 、

宣聖廟 の管理 に関す る規定が定 め られた。 幾度 とな く実施 された宣聖廟修復 の中で も

特筆すべ きは、至元13年 に始 ま る修復事業 であ り、劉斌 が関係す る至元14年 の開成

石経の再建 もその一環 としてな され た ものであ った。

至元13年 に始 まる宣聖廟お よび府学 の修復 に関 しては、複数の 関連碑刻 が現存す る。

以下、各碑刻 の作成 お よび立石の関係者 を挙げ、その要約 を記す。

(一)至 元13年9月 「大元 国京兆府重修宣聖廟記」31(慶 暦2年(1042)「 興慶池襖宴

詩」の碑陰、額題は 「重修宣墾廟記」。)

【関係者 】前陳 西四川 行尚書省左右 司郎 中徐淡撰、昭勇大将軍京 兆路総 管兼府

サ諸軍 奥魯総領営繕使 司大使趙柄立石 、助刊石人 山東劉彬。

【要約 】総 管 田雄 の力 によ り金末の争 乱の 中で危機 に瀕 した京 兆宣聖廟 はわず

かに殿宇 を保 ち、甲辰年(1244)に は来国昌の提言 を受 けた征南先鋒使爽 谷マ

ング タイ(Mangqutai:li亡 兀ダ)に よって正殿 が修復 され 二門が再建 され た。10

年 あま り後、平 章政事廉希憲 お よび参 知政事商挺 に よって両鷹の修復 が図 られ

た が、果たせ ぬまま両人は至元元年 にそれ ぞれ 中書平章政事、参知政事 に任 じ

られ京 兆を去 った。その後 、廟 学 を館 とした転運使 の某 に よって修建 がな され

た ものの、損壊 したままの建物 は雨に よって木材が腐 り床 には水が漏れ る有 り

様 であった。これ を見かね た府学教授李庭 の奔走の結 果、至元7年 よ り陳西 四

川行 尚書省 平章政事サイイ ド・ウ ッデ ィー ンと行省倉事厳 忠範 によって宣聖廟

の修復 が開始 された。醸金 され た2,000繕 あま りの費用 を用いて、京 兆総管府

判X元 徳 の指揮 の も と大聖殿 と内外二門 が修築 され る とともに、開成石経 を立

て直 し、二堂お よび先聖七賢祠が大門 内に創建 され た。 この至元7～8年 の宣

聖廟修復事 業を記念 して本碑が立石 され た。

うo国初 辛 卯 歳
、 乱 離 城 棄 、 殿 宇 僅 存。 甲 辰 歳 、 始 葺 正 殿 、起=門 。 又 十 余 年 、 当 至 元 十三 年 丙 子 、 乃 大

加 興 繕 。 其 時 国 運 方 亨 、 紀 綱 始 振 。 年 豊物 阜 、家 給 人 足 。 贋 分 陳 之 寄 者 、 皆 … 時 名 公 、前 後 接 武 、 経 営

規 度 、 輸 材 発 厘 、勧 相 其 役 。 蓋 歴 数 稔 、 乃 底 干 成 。 自此 厭 後 、贈 学 有 田、 修 廟 著 令 、 随 殿 随 葺 、 事 小 無

紀 。 甲 子 一周 、 当 至 元 復[1_之 二 年 丙 一t'一、 復 増 修 之 、 窟 出 於 行 台 群 執 法 之 所 建 白偶 率 、 干 時 四方 無 虞 、 関

輔 全 盛 、_E_自 宗 王藩 鎮 、 下而庶 府 郡 邑 、皆 発 努 割 俸 以 賛 嚢 之。 亦 鍮 歳 月 、 乃 詑 其 功 、 距 今 造 三 十 年 突。

31『 北 京 図 書館 蔵 中 国 歴 代 石 刻 拓 本
-編』 第48冊(各5291)お よび 『西安 碑 林 全 集 』29巻 に拓 影 が あ

る。 『金 石 葦 編 未 刻稿 』 巻 上 、 『続 修 陳 西通 志 稿 』 巻161に 録 文が あ る。 な お 、『西安 碑 林 全 集 』30巻 に 至

正26年 「大 元 重修 宣 聖 廟 記 」 の 拓 影 と して 載せ られ るの も本 碑 で あ る が 、掲 載 の誤 りで あ ろ う。
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(二)至 元13年12.月13日 「府学公拠」32(「故京兆劉処士墓砺銘」の碑陰、(三)「 重

立文廟諸碑記」と合刻。)

【関係 者 】明記 な し。

【要約 】京 兆府 学教授 孟文 昌が安西王相府 に以下の送 った呈文 には、陳西等 路

宣撫 司お よび ダル ガチ ・管 民官 ・管 匠人打捕 の諸頭 目、お よび諸 軍馬使 臣 らに

対 して発せ られ た聖 旨が引用 され る。これ によれば毎歳の先聖 の祭 祀 と毎月朔

日の釈璽 を行 う宣聖廟 を清潔 に保 ち、廟宇内で使 臣 らが休 み を と り、集 まって

裁 きを行い 、宴会 を開き、廟 内に無 断で建物 を建 てた りす ることを禁止 し、違

反者 には罰則 を課す る よ う求め られた。 さらに、廟 内の書 院において使 臣 らが

休 息 を と り、酒 を飲 むの を防止す る とともに、近辺 の人 び とに よって廟 の敷地

が 占拠 され る ことを防 ぐため、廟 内の成徳 堂 ・采芹堂 ・西院 お よび これ らに附

属 す る建築物 の敷 地を明確 化す る四至の明示 が求め られ た。この上呈 を受 けて、

安西王 相府 は成徳堂 な ど敷地 の 四至 を明記 した 公拠 を安西 王 の名 義 の もとで

京 兆路府学 に対 して発 した。成徳 堂等 の規模お よび敷地 の範 囲を公 示す る 目的

で本碑 が刻石 され た。

(三)至 元14年1月15日 「重 立文廟諸碑記」33((二)「 府学公拠」の下戴。)

【関係 者 】王府典書京兆路府学教授孟文 昌撰 、府学正駝天験 書、学録徐鼎 ・学

正董淳立石 、府 学生王仁 刊。)

【要約 】至元7年 に立て直 された開成石経 以外の秦 の李斯 お よび李 陽氷 の小繁

「秦峰 山碑 」、 「顔氏家廟碑 」、 「唐李氏遷先螢記」、 「唐李 氏三墳記」、晋 の王義

之の行書 「唐 三蔵聖教序」、唐の顔 眞卿、柳公権、虞世南 の楷 書 「顔氏家廟碑 」、

「西京千福 寺多宝塔感応碑 」、 「大達法師 玄秘塔銘」、 「孔子廟堂碑 」、宋 の郭忠

恕 お よび僧夢英 の 「宋 三体陰符経」、「宋 十八体壕額 」を再 建 した錦院 大使 任佐

と提 挙 司案憤雷 時中の善行 を記念 して本碑が立石 された。具体的 な再建 の時期

について は明記 され ないが、任佐 が孟文昌に碑刻再建 を思い立 った理 由を述 べ

事 業が開始 され てい るこ とか ら判断 して、本碑文が執筆 され た至元14年 か ら

時を隔て ない時期 であった と考 え られ る。

(四)至 元14年10月15日 「陳西 学校儒 生煩徳 之碑 井序 」34(本 碑の裏には 「陶然亭」

の3字 および 「九鷺(鷺 鶯)図 」の線刻あり。額題は 「皇子安西王盛徳之碑」。)

【関係 者 】王府 典書京 兆路儒学教授 孟 文昌撰 、前 司天台判府 学学 正駝天験 笈

額 、嘉議大夫 前朧右河西道提刑按察使僕散祖英書。

32『 北 京 図 書館 蔵 中国 歴 代 石 刻拓 本 匠 編 』第48冊(各698)お よび 『西 安 碑 林{ _:.一』30巻 に拓 影 が あ る。

『金 石 葦 編 未 刻 稿 』巻 上 お よび 『続 修 阪 西 通 志 稿 』 巻159に 録 文 が あ る。 年 月 日の 前 に 記 され る パ ス パ

文 字 につ い て は 、 松 井2008に 「Sing-dhiy-tang-yintula(成 徳 堂 の た め に)」 と解 読 され る。 また 、 年

月 日の 下 に原 文 書 中 に お け る押 字 を示 す2カ 所 の 「押 」字 が 見 え る が 、『北 京 図 書 館 蔵 中 国歴 代 石 刻 拓 本

匪 編 』 の 拓 影 で は わず か に細 字 の 文字 が確 認 で き るが 判 読 は で きな い。

33『 西 安 碑 林 全集 』30巻 に拓 影 が 載せ られ る
。録 文 が 『金石 葦編 未 刻 稿 』 巻 上 お よび 『続 修 陳 西 通 志 稿 』

巻!61に あ る。

34『 北 京 図 書館 蔵 中国 歴 代 石 刻拓 本 匿 編 』 第48f冊(各5285)お よび 『西 安 碑 林 全 集 』30巻 に 拓 影 が あ

る。 『金 石 葦 編 未 刻 稿 』 巻 上 お よび 『続 修 陵 西通 志 稿 』 巻161に 録 文 が あ る,
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【要約 】陳西 ・四川 ・寧夏 ・朧西 の統治 が委ね られ た安 西王は、至元10年 の

就封 よ り以降、賦税や催役 を減免 し、公平な訴訟 を行 って刑罰 を緩 め、自然資

源 の利用制 限 を緩和 し、関所 の通行税や市場 での商業税 を免 除す るな ど、民の

安寧 のために尽力 して きた。加 えて、儒 戸へ の免税 措置 を行い、大金 を叩いて

図書 を購入 し、賢人 を府学 に招い て後進 の育成 に努 めるな ど、儒学 の復興 に多

大な貢献 を果 た した安 西王 を称揚 す るため、府学 の学生 が 中心 とな って本碑 が

制作 され た。

(五)至 元16年(1279)1月10日 「文廟釈璽記」35(額 題は 「皇子安西王釈璽之記」。)

【関係 者 】王府 典書京兆路儒学教授孟文 昌記、京 兆路儒学教授 駝天駿 隷書井笈

額 、学正董淳 ・学録徐鼎。

【要約 】至元15年10月 、安西王 の代理 として代礼 官の奉議 大夫王府 左常侍兼

陳西 四川 中興等 路提挙 学校事劉進 善が京 兆宣聖廟 に派遣 され香火 と礼 幣が も

た らされ た。同時に、王相 の中奉大夫参知政事の商挺 に官 員 らにそれぞれ の職

分 に応 じた儀礼 を徹底 させ るよ う命令 が下った。10日 あま りの準備 期間 を経

て 、辛酉 の 日に斎戒がな され 、釈萸のた めの三牲 が届 け られ た。翌壬戌の 日に

京兆府 のすべ ての官吏 が参列 して釈萸 の儀式 が執 り行 われた。儀 式が幕 を下 ろ

した後 、盛典 を言祝 ぐ京 兆の善老 ・学 生 ・士民 らは、儒学 を尊び儒 士 を重ん じ

る安西王 に対 して歓 喜の声 を上 げ、 これ を記念 して本碑 が制作 された。

この 内、修復 事業 に直接 関わ るのは(一)～(三)で あ るが、奇妙 な ことに これ ら碑

刻 で は至正25年 「大元重修宣聖廟記」 が記す至元13年 以降 の修復事 業の内容 には触

れず、 もっぱ らそれ以前 の修復 の経緯 が述 べ られ るに止 ま る。 ただ し、(一)「 大元国

京 兆府重修 宣聖廟 記」 の末尾 に 「助刊石 人」 と して山東劉彬の名 が刻 まれ 、(三)「 重

立文廟諸碑記 」におい て石経 お よび歴 代の名碑 が再建 された ことが記 され るな ど、『類

編長 安志』石経条 にお いて駝天駿 が記す内容 と一致す る。これ らを整合 的に考 えれば、

至元13年 に宣聖廟 の修復 お よび諸碑の再建が開始 され 、至元15年10月 以前 にその工

事 を終 える と、 これ を記念 して安西 王が中心 とな り京 兆府 官 を総動員 した大 々的な釈

算 が執 り行 われ た とい う流れ になろ う。

この宣聖廟復興事 業 にい わば影 の主役 として 関わったのが劉斌で あった。従 来、そ

の役割 を取 り違 え、石 碑の刻字 を担 当 した石匠 と理解す るむ きもあったが36、 当時、

府学教授 と して宣聖廟修 復事業 に中心的 な役割 を果 た した駆 天験 と孟文 昌の両人が劉

斌 に 「請 いて」とい う文脈か ら判断 して、「助刊石人 」が単な る石匠 を意味す る とは考

えに くい。ク ビライを始 め とす る多 くの援助者 か ら濡橋架設 に対す る資金 を集 め、「李

記」 に 「荷 う所 の金賀 百万 を以て計」 うと称 された 「"lfpJの劉斌 」の名 はす でに京 兆

にお け る有数 の資産家 、名望家 として認知 されてい たはず であ り、駆天験 らが劉斌 に

期待 したのは宣聖廟修復 に対す る経済的援助 とみて間違 いない。

瀦橋 の架 設 にあたっては、京兆の諸官 よ り資金援 助 を得 た劉斌 で あったが 、宣聖廟

の修復 と碑刻 の再建 に際 しては、逆 に劉斌か らの経済的援助 がな されて いる。京 兆の

復興事業 は官民双方 の相互 協力 とい う形 を とって推進 され た ことが分か る。 さらに、

35『 西 安 碑 林 全集 』30巻 に拓 影 が 載 せ られ る
。

36『 北 京 図書 館 蔵 中 国 歴 代 石 刻 拓 本i編 』 第48冊(各5291)お よび 路 ・張 ・董1998
、 曾1987。
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至元13年 に始ま る宣聖廟 の修復 と完成後の釈璽挙行 にお いて中心的役割 を担 ったの

は、安西 王マ ンガ ラ と商挺 ら王相府官で あ り、瀦橋架設、宣聖廟修復 と並 んで王府 の

建設 が進 め られてい る点 を見逃す こ とはできない。

第4章 安西王府の建設

クビライへの謁見 を通 して事業 に必要 な資金 と労働力 を手 に した劉斌 であったが、

最 も重 要なのは大ハー ンよ り直接 に濁橋架設推進へ の認可 を得 た ことであった。 これ

に よ りア フマ ドら尚書省 の妨害行為は な くな り、そ の後 の順調 な工事 が約束 され た。

さらに、架 橋事業 を強 く後押 ししたのが 、 クビライ との謁 見を果 た したその年 、至元

9年 の10月 に行 われ たマ ンガラの安西王への分封 と翌年の京兆へ の出鎮 である。

安西 王マ ンガ ラは至元10年 にチ ンギ ス以来 の西北 方面 の押 さえ として遊牧 軍団が

展 開 した六盤 山か ら京兆 に至 り、涯河 の西 に駐営 した。王相 の商挺 の意 見 を容れて、

劉斌 に楮 幣3,500繕(「 張記」ではこの時に賜与された額は楮幣5,000絡 で、クビライか ら

の賜与と合わせて30,500絡 にのぼった とする)を 賜 与す る とともに、濡橋架設 に従事す

る人夫へ の食料提供 を行 う。さらに、至元13年 の冬には昭勇趙侯 に よって資金 が集 め

られ 、濡橋 架設 に必要 な石材が提供 され た。昭勇趙侯 とは京 兆路総管兼府 タで あった

昭勇大将 軍趙柄で あ り、至元9年 の安西王府 開設 に ともない、ク ビライ よ り派遣 され

た人物 であ る。 趙嫡は営繕使 司大使の任 を も兼ね てお り、安西 王府 の建設 事業 はすべ

て趙柄 に よって取 り仕 切 るよ うク ビライの詔 が下 され ていた37。

1956～57年 に行 われ た発 掘調 査の結 果、安西王府の遺趾 は漣i水の西2キ ロにあ り、

周長 は2,282メ ー トル、東西南 の三方 に門吐 が確認 され 、南 門が正 門であ るこ とが明

らか となった[馬1960]。 この発掘成果 に基づ き松 田孝一や杉 山正 明に よって検討 が加

え られた[松 田1979、 杉山1984]。 杉 山氏 の描 く安西王府周辺 の景観 とは、 「唐 の ころ、

宮城 の北側 にあた るこの一帯 は、泉池 も多 く、有名 な大 明宮のほか、西は漢 の故長安

城 あた りか ら東 は涯水の ほ とりまで、広大 な苑地 となっていた。 この水 草豊か な郊外

をマ ンガラは冬営地 に選んだの である。 しか も、実際の入封 に先立ち、父の京兆私領

時代 い らいの 旧臣でマ ンガラにつ け られ た趙柄 に命 じて、 この駐 屯地の 中央 に小型 の

城(安 西 王府)を 築いた」 とい うもの である[杉 山1984]。

さらに杉 山氏の著書 において は、フラ ンス国立図書館 に所蔵 され るマル コ ・ポー ロ

旅行記 の最古 ・最良の写本Fr.1116の 該 当頁(49葉 裏)の 写真 が掲載 され 、そ の訳 出

が な され る[杉 山2004]。 安西王府 の構造 とその環境 を考 え る上で きわめて重要 な史

料で あるため、繁 をい とわずそ の まま引用す る。

〔ケ ンジャンフー京兆府 の〕町の外 には、マ ンガ ライ王の王宮(パ レ)が あ り、い

うにいわれぬ ほ ど美 しい。それ は、流れや湖水 、淀み、泉 のあ る大 きな平原 にあ

る。それ に は、お よそ五 ミル 〔英 語のマイル 〕にわた るぶ厚 く高い城壁 が ぐる り

とめ ぐらされてお り、すべて女矯(メ ル レ)が た くみに施 され てい る。 そ して、城

壁 内の真 中に宮殿 があ り、それ以上の ものは どこに もない ほ ど大 き く美 しい。

水草豊か な唐 の禁苑祉 に開平府(L都)の 内城 をモデル ・プ ランと して、 「水辺 に位置

37『 元 史』 巻163・ 趙 嫡 伝 「皇f安 西 王 開 府 於 秦
、 詔 治 宮 室 、悉 聴 嫡 裁 製 。」
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し、 あるいは内部 に湖 水 ・泉池 を取 り込む」 とい う同一の形態 ・規模 を もって安西王

府 が建設 され 、 これ が大都 造営 と連動す る形でな され た もので あ り、安西王府 と京 兆

府 、六盤 山の位 置関係 が太液池 と中都 、上都 との関係 に対応 す るもので あるこ とな ど、

いず れ も説得力 に富む 見解 で ある。 氏の研 究に よってほぼ言 い尽 くされた感 もあ る安

西 王府 であ るが、そ の環境 があ くまで 「造営」 に よって人 工的に作 りあげ られ た点 に

目を向けれ ば、その造営 のプ ロセスに関連 して若干 の史料 を補 う余地が あ り、 これ に

よ りマル コ ・ポー ロ旅行記 の描 写は よ り具体的 に裏付 け られ る。

まず 、趙 嫡に よる安西 王府 の立地選 定に関 しては、『類編長安志』の 冒頭 に載せ られ

る儲天駿 の 自引に興味深 い記載 が見える。

聖元皇子安西 王、土 を関中に昨 わ り、至元癸酉 、創 めて王府 を建 つ るに、長安 の

勝地 を選ぶ。王相兼 営司大使 の趙口(一 字原欠)、 僕 の長安 の 旧人な るを以 て、相

い従い て遍 く周 、秦、漢、唐 の故宮 ・廃苑 ・遺縦 ・故蹟 を訪ね 、豊 、鏑、阿房、

未 央、長楽 、太極 、含元、興慶、魚藻 よ り、登歴せ ざる靡 し。是 を以て長安の事

跡 は、足履み て 目見 るの熟た り。38

至元10年 に開始 され た安 西王府 の造 営にあたって、立地選定 のために趙 柄は長年京 兆

にあ って古跡 を訪ね歩 き地理 を知悉 していた駝天駿 を伴 って 、古跡 ・宮殿 を くまな く

踏査 した。 この酪天験 をガイ ドとした現地調 査の結果 と して、東西27里 、南北33里

に もお よぶ広大な唐 の禁苑 趾地が建設予定地に選択 され39、 「素1の 西」40、す なわち

白き涯水 の西側 の周囲 四十里の範 囲に配下の遊 牧騎馬 軍団が展開 したのであ る。 李令

福 が指摘す るよ うに、時代 を通 じて滑水河道 は北遷 を続 けてお り、唐末 か ら現在 の河

道 に至 るまでの問 にも2,600メ ー トル も北へ と移 ってい る[李2011]。 したが って、モ

ンゴル時代 の滑水 南岸 までの距離 は 『旧唐 書』が示す33里 よ りも広が ってお り、その

退灘 地は恰好 の牧地 となった と考 え られ る。

ま た、発 掘報告 に よれ ば、安 西王府 は龍首原 の東の余脈 上に位 置す る とされ るが、

『長 安志図』巻 中 ・図志雑説 ・龍 首山条 の細事双行注(原 注)に よれば、

原 は含元 よ り以東 、其 の地漸や く平 らに して、..を 見ず。 一一日、秦家 に登 りて

之れ を望 むに、隠 然 として東 し、直 ちに1水 に際 し、 白鹿 の諸 原 と映 帯 して南去

す。 又た長 楽披 よ り下、其 の岡は 中断 し、道 は其 の間 よ り出づ。 其 の西は廓然 と

して率ね塾掘 多 し。 之れ を問 うに、人云 え らく 「安西邸 を築 くの時 、其の土 を取

るな り」 と。41

とあ り、唐 の大明宮 の正殿 で ある含元殿 よ り東側は涯水 に至 るまで起伏 が ほ とん ど見

38聖 元 皇子 安 西 王 昨f二関 中
、 至 元 癸 酉 創 建 王府 、選 長 安 之勝 地 、 王 相 兼 営 司 大使 趙 □、 以 僕 長 安 旧人 、

相 従 遍 訪 周 、 秦 、 漢 、唐 故 宮 廃 苑 、遺 蹴 故 蹟 、 自豊 、鏑 、阿 房 、 未 央 、 長 楽 、 太極 、含 元 、 興 慶 、魚 藻 、

靡 不 登 歴 、 是 以 長安 事 跡 、 足 履 目見 之熟 。

39『 旧唐 書 』巻38・ 地 理 志 ・十道 郡 国 ・関 内 道 条 に よれ ば
、そ の 範 囲 は 「東 西 二十 七 里 、南 北 三十 三 里 、

東 至濡 水 、 西 連 故 長 安 城 、 南 連 京 城 、北 枕 清 水 」 と され る。

40銚 燧 「延 麓 寺碑 」(『国 朝 文 類 』 巻22)
。 「素 涯 」 の語 に関 して は 、『文 選 』 巻10・ 播 岳 「西征 賦 」 に 「南

有 玄瀟 素 涯 、 湯 井 温 谷 」 とあ り、 李 善 注 に 「玄 、素 、水 色 也 。{、 二 水 名 也 」 とあ る。

41原 自含 元 以 東
、 其 地漸 平 、 不 見 士艮鍔。 一一 日、 登 秦家 望 之 、隠 然 而 東 、 直 際涯 水 、与 白鹿 諸 原 映 帯 南 去。

又 自長 楽 披 下 、 其 岡 中断 、 道 出 其 間。 其 西 廓 然 率 多錘 掘 。 問 之 人 云 、 安 西 築 邸 時 、 取 其 上也 。
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られ ない平坦地 が広 が り、 これが漉水 と瀦水 の間に広が る白鹿 原 にそ って南 に伸 びて

い る。 さらに興 味深 いのは、安西王府 の南 に位 置す る長 楽坂 が南北 に断 ち切 られ て道

が通 され る とともに、その西側の広が りには多 くの掘削地が あ り、 これ らが王府建設

のた めの採土 に よるもの と認識 され ていた。 後世に埋 め立て られた可能性 は否 定でき

ないが、発掘報告 では安西王府 の周 囲に堀は確認 されてお らず、土城建設 のために長

楽城 の岡が切 り崩 され た として も不思議 ではない。 とすれ ば、王府建設地 の周 囲にお

いてはわず かな高ま りさえも採土のため掘削 された可能性 は高 く、王府 はま さに広大

な平原 のた だ中に位 置 していた こ ととな る。 さ らに、唐の禁苑吐地 には魚 藻池や龍首

池が点在 し、滑水 の退灘地や涯水お よび瀦水沿岸 にも多 くの池沼 が存在 していた。王

府 の立地選定 にあた り、現地調査 を通 して この最適地 を選び 出 した趙柄 の姿が、本 田

實信が言 う所 の 「宮帳 の宿営地 の設定 、水 の配分 、沙漠 にお ける井戸の管理」[本田1991]

を職 とす る宿営 官(Turk:yurtchi,M・ng:nutuyci)と 重 な り合 う点 も興 味深 い。

以上 によ り、安西王府 を とりま く環境 はマル コ ・ポー ロ旅行記 が描 く状況 にか な り

近似す るこ ととな る。 唯一足 らないの はそ こに 「流れ」 が存在 しない点で あろ う。杉

山氏が 「流れ」 と訳出 した箇所 は、氏が提示 したFr.1116写 本四九葉 裏で はrflunc」

に あた り、ベ ネデ ッ ト(LuigiF・sc・1・Benedett・)校 訂本II〃 〃foηθで は 「fluns」 と

され る。flun～flumはfleuveの 古形 で あ り、アル ド・リッチ(Ald・Ricci)に よる英訳

本TheTTavelsofMarcoPolvで は 「river(s)」、 これ に基づ く 日本語 訳で は 「川 」 も

しくは 「河 」とされ る。「流れ 」と 「川」とはニュアンスの違 い程度 の もので あろ うが、

唐の禁苑趾 の範 囲 にお いて これ らに相 当す る 自然河川 は存在 しない42。

そ こで注 目す べ きは、『類編長安志』巻6・ 泉 渠 ・龍首渠条お よび巻9・ 勝遊 ・澆水 ・

龍首堰条 の記載 で ある。 まず 、龍首渠条 には、

至元 甲子 、審平章 は復 た水 を引きて城 中に入 る。 至元十年、復た五季 の後 に洞れ

し渠 を開 き、長楽城 よ り西北に流れ王城 に入 り、一 渠は西に流れ、興慶池 に灌 ぎ、

勝業坊 を経 て京城 を西 し、少府 、銭監 、都 水監、青蓮堂 を経て、西 して煕煕台に

入 り、西 して城壕 に入 る。今渠 は廃れ 、水復 た京城 に入 らず。43

とあ り、 さらに龍 首堰 条に以 下の記載 が見え る。

澆川 の馬頭Yに 在 り。涯水 を堰 ぎて龍 首渠 に入れ、二十里 に して長楽岐上 に至 り、

分か ちて二渠 と為す。一 渠は北流 して望春 宮 に至 り西北 して新城 に入 る。一 渠 は

西流 して興慶池 に入 り、又 た西流 して城壕 に入 る。44

龍首渠 は階 大興城 へ の水供給 を 目的 と して開皇3年(583)に 開削 され た。城 内の地下

水 は高 い塩分含 有量 のため利用 できず 、 これ に代わ る都市機能お よび 日常生活 を支 え

42唐 代 の漕 渠
、 あ る い は 永 安 渠 が これ に 当た る と も考 え られ るが 、 これ ら も 『長 安 志 図 』 巻 中所 収 「城

南 名 勝 古 跡 図 」 で は 、 永安 渠 は 清 明 渠 と とも に 「 二渠 今 澗 」 と され 、 漕 渠 に 関 して は そ の 記 載 す ら も見

られ な い。 当 時す で に 水 は流 れ て い な か っ た と考 え られ る。

43一 名 渥 水 渠
。 … … 至 元 甲 子、 春 平 章復 引 水 入 城 中。 至 元 十・年 、 復 開五 季 後 澗 渠 、 自長 楽 披 西 北 流 入 王

城 、 一 渠 西 流 、 灌 興 慶 池 、 経 勝 業 坊 西 京 城 、経 少 府 、 銭 監 、都 水 監 、 青蓮 堂 、 西 入 煕 煕 台 、 西入 城 壕 。

今 渠 廃 、水 不 復 入 京 城 。

44在 澆川 馬 頭
Y。 堰{水 入 龍 首渠 、 ニ ート里 至 長 楽 披 上 、 分 為 二渠 、 一渠北 流 至 望 春 宮 西 北 入 新 城 、一 渠

西 流 入 興 慶 池 、 又 西 流 入 城 壕)

20



るための水源 が求 め られ た。澆川 とは京 兆の東南30里 に位置す る涯水 沿岸 の平野で あ

り、その 中の馬頭 控 において涯水 に堰 を設 けて取水 口まで水位 を上 げ、龍 首渠に導か

れた水は大興城 の東南か ら城 内 に入 る。唐代 にも引 き続 き用い られ た龍 首渠は、取水

口よ り西北 に流れ 、長楽披 にて東線 と西線 の二手に分かれ、西線 は通化 門を通 り西南

に流れて興慶宮 の龍 池 に入 り、 さ らに西 に流れて西内太極 宮に至 った。一 方の東線 は

長安城 宮城 東壁 に沿 って北に流れ東苑 に入 り、龍 首殿 にて龍 首池 を潤 し、 さらに凝 碧

池、積翠池 を通 って西北 に流れ、大 明宮 に入 り太液池 に至 る とい う経路 をた どった45。

至元元年 にシャムス ・ウ ッデ ィー ンによってな された工事の詳細 は不 明であ るが、

城 中に引 き入れ た とのみ記 され るこ とに加 えて、庚 子～辛 丑年(1240～41)に おいてす

でに龍 首渠の水 が興慶 宮に引かれていた こ とが確認 され ることか ら46、 それ は西線 の

補修 工事 で あった と考 え られ よ う。よ り大規模 な再 開発 が行 われ るのが至元10年 で あ

る。 この時、龍首渠全線 の拡 張 ・補修 工事が行われ、西線 は興慶 池 を経 て、 旧外郭城

内の勝業坊 、 さ らに旧皇城 内の少府 、銭 監、都 水監の跡地 を経 由 し、陳西行省 の衙 門

の敷地 内にあ った青蓮 堂47、x準 の 旧邸宅趾 に立て られ た煕煕台48を 経 て、西城 外の

城壕 にまで導 かれた49。 この西線 の流路に関 しては、李令福 に よって復元 図が作成 さ

れてお り、大 いに参 考 にな る[李2004]。 なお、『長 安志 図』巻 下 ・諸渠 ・長安威寧条

に 「二県 も亦 た概 すべ きの水有 るも、往往 に して廃洞 し、詳 さに記す 能わず。今其 の

一 を知 るは
、威寧 県 に龍首渠有 り、東南 のかた渥水 よ り分 かち出で城 に至 るまで四十

余里、以て園 圃の 田を概」す50と あ り、龍 首渠の水 は城 内の生活 用水 としてだけでは

な く、城 外 において灌概用水 として も用 い られ た ことが分 かる。

この時、東線 の新 た な開削 工事 もな され 、長楽城 か ら西北 に流れ 、 さ らに北 に折れ

て唐 の望春宮 を経 て、「王城 」、「新城 」に水 が導かれ た。望春宮 は、唐 の長安京城 の東

北12里 、禁 苑 内の高原 の上 にあった建造物で あ り、その東は渥水 の西岸 に臨み、そ こ

45『[嘉 靖]陳 西 通 志 』 巻2・ 土 地 ・山川 ・龍 首 渠 条
。

46『 類 編 長 安 志 』 巻3・ 苑 圃池 台 ・興 慶 池 「新 説 日興 慶 宮
、経 巣 冠 、五 代 至 宋 浬 滅 尽 浄 、唯 有 一 池。 至 金

国 、張 金 紫 於 池 北 修 衆 楽 堂 、 流杯 亭 、以 為 賓 客遊 宴 之所 、刻 画 楼 船 、上 巳、 重 九 、 京城 仕 女 、 修1宴 燕 、

歳 以 為 常 。 正 大 辛 卯 東 遷 後 、 遂 為 陸 田。 兵 後 、 為 瓜 区 、疏 圃。 庚 子 歳 、 復 以 龍 首 渠水 灌 之 、鱒 魚 復 生 。

旧説 有 千 歳 魚 子 、信 不 言巫　 。 」 ま た 、 同 書 巻 八 ・緋 惑 ・雁 塔 影 「新 説 日、龍 池 、 兵 後 水 洞 、為 民 田、 瓜

区 、疏 圃 十 余 年 。 庚 子 、 辛 丑歳 、 始 引龍 首 渠水 灌 地 、 許 人 占修 酒 館 。 至 壬 寅 、 池 水 泓 澄 、 四 無 映 帯 、 唯

見 雁 塔 影 倒 於 池 中 、 遊 観 者 無 数 、酒 炉 為 之 一 空。 」

47『 類 編 長 安 志 』 巻4・ 堂 宅 亭 園 ・青 蓮 堂 「新 説 日
、 青 蓮 堂 、在 省 衙 蓮 池 、宋 陳 尭 盗 建 、至 今 猶 存 。 今 為

総 庫 。」

48『 類 編 長 安 志 』 巻4・ 堂 宅 亭 園 ・宋 丞 相 憲 莱 公 宅 「新 説 口
、府 城 液 庭 街 有 莱 公 宅 、 中 有 山池 、煕 煕 台 、

後 為 寺 、 号安 衆 禅 院 、 中有 莱 公 祠 堂。」

49『 雍 大記 』巻11・ 考 　 ・龍 首 渠 に は
、 「一 名 漣 水 渠。 … … 有 元 至 元 甲 子、 陳 西 行 省 實 平 章 復 引 水 入 城 。

日久 浬 塞 。 至 元 十 年 、 復 開 明 渠在 成 寧 県 。 東 漢 時 渠 也 」 と あ り、西 城 外 の 喜 河 か ら取 水 し漢 長 安 城 内 を

横 断 して東 城 外 に て 北 に 折 れ 滑 水 に 流 れ 込 ん だ 明 渠 の 修 復 が 元 代 に な され た と され る が 、 これ に 言 及 す

るそ の 他 の 史 料 は確 認 で き な い。

50二 県亦 有 可概 之 水
、往 往 廃 澗、 不 能 詳 記。今 知 其 一、成 寧 県 有 龍 首渠、東 南 自渥 水 分 出至 城 四 十 余 里 、

以概 園 圃 之 田。
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には漕 渠の終着点 として船舶が集 まった広運潭がひ ろが る51。 位置 関係 か ら見て、黄

盛璋 が指摘 す るよ うに 「王城」が安西王府 を指す ことは明 らかで あ り 横1982]、 漣水

か ら龍 首渠に よって北 に導かれた水 は南側 よ り王府内へ引 き入れ られた のである。杉

山氏 が指摘 す るよ うに、上都や後 の大都 と岡様 に王府 内に池が造成 され ていた 可能性

は高い。 さらに、唐の.!tb渠が望 春宮の 下を過 ぎ、広運潭に至 る経路 を とる ことか ら、

その中間に位 置す る安 西王府へ と導かれた水は このi日漕渠趾 を通 って東へ と排 出 され 、

灌水 へ と戻 された とも考 え られ るが確証 を得 ない52。

証

簾灘機

【図2:安 西王府ならびに濡橋の立地(史1996を 基に作成)】

なお 、杉 山氏 が開平府(上 都)内 城 との共通 点お よび 大都 造営 との関連性 を指摘 し

;)獄 長 安 志 』 巻11・ 万年 県 ・望 春 宮 「在 県 東 十 里
、 臨灌 水 西 岸 、 在 大 明 宮 之 東 、東 有 広 運 潭 」、 『類 編 長

安 志 』 巻2・ 宮殿 室庭 ・望 春 宮 ゼ長 安 志 、 望春 宮 、 去京 城 東 北 一 十 二 璽 、在 唐 禁 苑 内 高原 之 上 、東 臨 渥 水

西 岸 。」

52馬1960で は 王 府城 壁 に水 門 の 位 置 を 確 認 で きず
、 李2004の 復 元 図 で はE府 の 東 面 か ら水 が 引 き入 れ

られ て い る。 た だ し、E府 に 引 き込 まれ た水 は城 外 へ排 出 す る必 要 が あ り、 流 下 す る 方 向 は 渥 水 の 位 置

す る東 側 、 も しくは 北 側 と 考 え られ る こ とか ら、本 稿 で は南 面 か ら導水 した と推 測 す る。
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た城 郭の うち、至元9年 に コデ ン家 ジ ビク ・テムル によって造営 された永 昌王府(永

昌斡爾壕城(皇 城)遺 趾)に 関 して は、グー グル ・アース衛 星画像 か らも河川趾 か ら分

岐 した水路 が南南西 か ら北北東 に延 び、南門 よ り城 内に導 かれ る様子 が見て取れ る53。

安西 王府 の建設 が始 まった至元10年 に王府 内へ と水を供 給す る龍 首渠の開削 工事 が

実施 されてい るこ とか ら考 えて、 この水路 開削 も王府建設 プ ランに盛 り込 まれ ていた

ものであ り、 当初 か ら天然 の恵 まれ た 自然環境 を利 用す るに とどま らず、人工的 な 自

然改変 がな され てい る点に注 目すべ きであ る。

以上 の考察 によ り、マル コ ・ポー ロ旅行記 が 「流れや湖水 、淀 み、泉の ある大 きな

平原 にあ る」とす る安 西王府 の立地環境 が極 めて的確 に状況 を捉 えた もので あ り、「流

れ」が 自然 河川 で はな く水路 開削 によって人 工的 に生み 出 され た ものであ った こ とも

明 らか となった。 さらに、マル コ ・ポー ロ旅行記 には記 され ない ものの、周到 なプラ

ンの も とにな され た安西王府 の立地選定 とその建設 にあたって、当時 ま さに建設 中で

あ った濡橋 との位 置関係が勘案 され なか った とは考 えに くい。現在 の朧海鉄 道の路線

がモ ンゴル 時代 にお ける東西交通の大道 にあたるこ とか ら、安西王府 は濡橋 と京兆 を

結 ぶ東西幹線ル ー トの 中間 に位 置 したこ ととなる54。 京 兆を挟む東西 の往来 に関 して

は、『築庵集 』巻10「 臨撞県サ馬君去思順」 に興 味深 い記載 が見え る。

威 陽 と臨撞 とは 、均 しく東西 の孔道 、往来せ る者 の出入す る所 に当 る と錐 も、戌

陽 は府 を去 るこ と里 四十為れ ば、車召伝 の経 る所 、一飯の頃 を過 ぎず して輯 ち去 り、

独 だ滑渡の須庚 の擾 と為 るのみ。乃ち臨撞 の若 きは、適 き行 く者一一舎 これ に 中 り、

朝廷 の故 に 由 りて、総 司の使 の道 を東 に出だす者 、十に常 に七八 た り。 且つ又 た

53西 北 師 範 大 学 古 籍 整 理 研 究 所1992
、 永 昌 県 志 編 纂 委 員 会1993、 祝 魏 山 ・李 徳 元2007に よれ ば 、 同 城

遺 趾 は甘 粛 省 粛 南 裕 固族 自治 県 皇城 鎮 に あ り、 北城(大 城)は 東 西404メ ー トル 、 南 北400メ ー トル 、

南 城(小 城)は 東 西338メ ー トル 、 南北306メ ー トル で あ り、 安 西 土府 、 応 昌城 、 黒 山頭 古 城 、 上都 内

城 と比 べ 明 らか に 小 型 で あ る。 水 路 跡 に 関 して は 、2010年9.月 に 奈 良 女 子大 学相 馬 秀 廣 教 授 を代 表 とす

る科 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究(A)「 高 解 像 度 衛 星 デ ー タ に よ る古 灌 概水 路 ・耕 地 跡 の 復 元 とそ の 系譜 の

類 型 化 」 に よ っ て 、 さ ら に2011年10月 に 同氏 を代 表 とす る科 学 研 究 費補 助 金 ・基 盤 研 究(A)海 外 「乾

燥 ・半 乾燥 地 域 の 遺 跡 立 地 と景 観 復 元 を 目指 した衛 星 考 古 地 理 学 的研 究 」 に よっ て 現 地 を 訪 れ た 際 に 、

相 馬 氏 か ら教 示 され た 情 報 で あ る。 現 地 研 究 機 関 と と も に さ らな る調 査 ・研 究 を計 画 して い た 相 馬 氏 は

2012年8月 に急 逝 され た 。 氏 か ら蒙 った 学 恩 は 計 り知れ ず 、筆 者 の 怠 惰 と能 力 不 足 に よ り氏 の在 世 中 に

調 査成 果 を具 体 化 し得 な か っ た こ とが悔 や み きれ な い。

54安 西 王 府 の位 置 に 関 して は
、 礪 波2007に 図1と して 収 録 され る 「ダ ン ヴ ィル 『中 国 新 地 図 帖 』 の 「陳

西省 の 諸 都 市 」図 よ り 西 安 と荘 浪 」(原図 名 はVillesdelaProvincedeCHENSI)の 西 安 府 城(SI-NGAN-FU)

の 東 北 に小 型 の 囲郭 が 描 か れ 、 そ の 中 に は 「Fort」 の 文 字 が 確 認 で き る。 同 図 は 清 代 康 煕 朝 にお い て 作

成 され た 『皇 輿 全 覧 図』 を 再 現 した もの で あ る が 、 同 時期 に こ のFortに 比 定 す べ き城 郭 は 見 い だ せ ず 、

位 置 か ら考 え て 安 西 王府 の 遺 趾 とも 考 え られ る。 な お 、 ダ ン ヴ ィル 『中 国新 地 図 帖 』 の 閲 覧 に あ た っ て

は 、東 北 学 院 大 学 図 書 館 所 蔵 のAtlasBerleraldeノ ∂Chine,ゴ θlaTart∂rlechlnolse,etduTibet.!

pourserverauxゴ1∬ 猷 θηオθ5descrlptlonsethlstolresdecetempire,Paris:Dezauche,1735を

利 用 した 。 貴重 書 に もか か わ らず 、快 く閲 覧 の 許可 を頂 い た 東 北 学 院 大 学 図 書館 お よ び担 当の 須 田 充彦

氏 、 閲 覧 申請 に 仲 介 の 労 を とっ て 頂 い た東 北 学 院 大 学 文 学 部 小 沼 孝 博 氏 に深 甚 な る謝 意 を 表 す る。 本 東

北 学 院 大 学所 蔵 本 の 該 当地 図 に は 囲 郭 中の 「Fort」 の記 載 は な い。
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故唐 の離 宮、華清 温泉の在 る所 に して、侯 王将相、監 司郡 守、東 よ り して西 し、

西 よ りして東せ る者、 ここに沐浴 しここに遊観 す。事厳 しきものす ら且つ 日を更

め、梢や 緩 まば則 ち信 宿す。 其の往 くを送 り来 るを迎 うるこ と、 日に虚 時無 く、

大 は則 ち安西邸 の朝観斎 祓の所 と為 る。55

成 陽県お よび臨撞 県 を東西 の出入 り口として、京兆 を基点 とす る東西両面へ の盛ん な

往 来が見 られたが、特 に大都 ・上都へ の道筋 にあた る東方への往来が多 く、京 兆府路

総 管府 か らの出使 にいた っては、その7～8割 を 占めるほ どであった。さ らに、臨撞県

内の華清宮においては こ こを通過す る王侯や官員が温泉にひた り宿泊す るのみ な らず 、

安 西王家の朝観 に際 して の斎戒沐浴 の場 として も用い られた とされ る。

この臨撞県 と京兆 をつ な ぐ要所 こそ が瀟橋で あ り、劉斌 によって石造の常設橋 が設

け られた こ とによ り、従来 に も増 して盛ん な ヒ トとモ ノの往来が生み 出 された こ とは

疑 いない。 さらに、東西 の ヒ トとモ ノの流れ を=/す るのみ な らず、東面への移動 に至

便 で あ り、かっ北 に向かえば唐 の禁苑趾 の草地 を過 ぎて滑水 をわた り、夏宮 の置 かれ

た六盤 山お よびチ ャガ ン ノール へ と道 が開 ける とい う絶好 のポイ ン トに安西王府 は建

設 され た こ ととな る。

第5章 資材の調達

第1節 木材資源 と黄河水運

至元10年 の安西 王の出鎮 と前後 して、"Ilp1の架設、宣聖廟 の修復 と安西 王府 の建設

な ど、いずれ も膨 大な資材 を必要 とす る大型の土木 工事 がほぼ同時並行で進 め られた。

いわば建 設 ラ ッシュを迎 えた京兆においては、労働 力や資金 のみ な らず 、石材や 木材

な どの資材 の調達が重要 な課題 であ り、趙柄 を トップ とす る営繕使 司や採石 局な どが

この業務 を担 当 した と考 え られ る。趙柄 の名は先 に見た(一)「 大元 国京 兆府重 修宣聖

廟記 」の立石者 と して も確 認で きる。さらに、至元13年 に立石 され た 「終南山重陽祖

師仙 跡記」56の 末尾 には 「功徳 主昭勇大将軍京 兆路総管兼府サ諸 軍奥魯総領営 繕使司

大使趙柄 、営繕司副使王海 、京 兆等処採石提挙謝沢、助縁寵徳林」 らが挙げ られ るほ

か、至元17年(1280)「 重修旙渓長春成道宮記」57にも 「前京兆路採石局提控湯洪刊58」

の記載 が見 える。採 石局 は営繕 司の属 下にあって石材調達 を担 当 した官 司であった と

考 え られ る59。

55成 陽 之 与 臨 滝
、錐 均 当東 西 孔 道 、往 来 者 之 所 出入 、成 陽 去府 為里 四 長、 紹伝 所 経 、不 過 一 飯 之 頃 輯 去 、

独 滑 渡 為 須 輿之 擾 耳。 乃 若 臨 撞 、 適 行 者 一 舎 之 中 、 由朝 廷 故 、総 司 使 出道 東 者 、 十 常 七八 。 且 又 故唐 離

宮 、 華 清 温 泉 所 在 、侯 モ三将 相 、 監 司 郡 守 、東 而 西、 西 而 東者 、 沐 浴 焉 遊 観 焉C,事 厳 且 更 日、'L¥緩 則 信 宿 。

其 送 往 迎 来 、 日無虚 時 、 大 則 為 安 西 邸 朝,:一 祓 之所 。

56拓 影 が 呉1998(16頁)お よび 『北 京 図 書 館 蔵 中国歴 代 石刻 拓 本 匪編 』 第48冊(各2608)に 載 る
。

57『 金 石 葦 編 未 刻 稿 』 巻1に 録 文 が あ る
。

58至 元17年 「創 建 大 道 迎 祥 宮碑 」(土 友懐2003
、91頁)に も 「提 控 湯 洪 刊 」 の 記 ・載が 見 え る。

59『 元 史』巻90・ 百官 志 に よれ ば
、大都 留 守 司 に属 す る器 物 局 の 下 に 採 石 局 が置 かれ 、「秩 従 七品。大 使 、

副 使 各 一 員 。 掌 夫 匠営 造 内 府 殿 宇 寺観 橋 旙 石 材 之 役 」 と され る。 採 石 局 に 関 して は、 陳1991に お い て 大

都 造 営 に 貢 献 した 石 匠楊 瑠 と の 関 連 か ら言 及 が あ る。 一 介 の石 匠 な が らク ビ ライ に 謁 見 し、 大都 ・上都
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すで に見た よ うに、劉斌に よる繍橋架設 事業において も、厳 忠範に よって石材800

車輌 分が提供 され てい るが、 このほかに も 「李記 」に よれば、滑水 北岸 の華原や終南

山南麓の五横 山か ら石材 が調 達 され 、終南 山の木材 が橋 梁の基礎 を作 るた めの地釘 と

して利 用 され ている60。 さ らに 『類編長安志』巻7・ 古跡 ・恨石条 によれ ば、

新説 に曰 く、臨撞 県の東 の秦始皇 陵の東 北一一里に在 り。 石形 は亀に似て 、高 さは
一丈八尺

、周 は一 十五歩 た り。諸人 の留題有 り。 湛朴 の詩 に 曰く 「桀紺大 いに端

無 く、始 皇相い肩 を並ぶ。恨石猶 お然 る在 り、悪名 千万年 た り。」十六国春秋 に日

く 「秦始皇 の陵を修 む るに、溜北 の諸 山 よ り石を運ぶ。故 に歌いて 曰 く、石 を運

ぶ は甘泉 口、滑水為 めに流れず、千人唱いて、万人相 い鉤す。」恨石の半 ばは土に

埋 る。 至元十年 、山東の劉斌断 りて瀟 陵の石橋 を修 め、用い畢 る。61

とあ り、臨産県 の東 にある秦始皇帝 陵の東北1里 の地点に恨石 と呼ばれ る巨大 な石 が

あった。 始皇帝が 自らの陵墓 を建造す るために、滑水の北か ら運 ばせ た と伝 え られ る

そ の石 は、形 は亀 に似 ていて、高 さは5・5メ ー トル、その周長は23メ ー トル にお よ

ぶ 巨大 な もので あ り、古 くよ り人 々は この恨石 の上に詩 を刻 み こんだ。 当時、す でに

半 ばまでが地 中に埋 まる状態 であったが、至元10年 に劉斌 に よって この恨石 は断ち割

られ 、lei"Ilp1の建 設資材 として用 い られ たのであ る。また、1994年 に濁橋 鎮柳 巷村 の瀟

水河道 にて発 見 された唐大暦14年(779)「 扶 風郡王贈司徒馬府君神道碑」は、北宋元

祐年間 に韓績 に よって瀦橋 の補修が な され た際に石材 と して利用 され た もので あった

[杜1998]。 これ も京 兆 にお ける石材の確保 がいかに困難 であったかを示 す事例 とも言

える。

建築の基礎 に用い られ るよ うな一般的 な資材 の調達す ら困難 であ る中、宮殿建築や

碑刻の材料 とな る良質 の資材 を京兆近辺 にお いて調達す る ことが相 当困難 で あった こ

とは推測 に難 くない。これ を裏付 けるのが、至元10年 以 降に安西 王の命に よって な さ

れた各地 での資材調 達 の事例で ある。まず は、木材 調達 に関 して見てい こ う。『[乾隆]

保 徳州志』巻2・ 形勝 ・河岸筆跡 によれ ば、

河の西崖 に峻壁 有 り書 して云 え らく、皇子安 王府檬 史僕散翰 之、怯蘇 丹官人和者

と同 に上命 を奉 じ、特 に遣わ され大木 を水運 して、前 みて長安 に至 らしむ。 上は

積 石州 の東 に一地有 り打羅……(欠)… … と名 つ くるよ り、下は天橋子 に徹 くま

で、訪ね ……(欠)… …此の二河道 は水石険悪 なれ ば、古 よ り以来、未だ嘗 て敢

えて行わず。所 以 に諸官 を部率 し… …(欠)… …を集 め……(欠)… …拝祭 し…

(欠)… …乗駕 し……(欠)… …此 に於 いて、皆 な神天 の護 る所 、我が 国家洪

福 の致す所 に頼 るな り。故 に此 に書 し以 て後 に示す。歳 は乙亥 に在 り。 至元十 二

お よびチャガンノ0ル 行宮の宮殿造営に加え、明清皇城の金水河橋のモデル となった周橋(崇 天門前の

金水河にかかる三座の白玉橋)の 架設を担当す るな ど、建築 ・工芸史上において赫赫たる功績を残 した

楊顔の姿は濡橋架設の立役者である劉斌 とも重なる。

60分 採華原五横之石、伐南山之木、以為地釘。

61新 説 日、在臨撞縣東秦始皇陵東北一里。石形似亀、高一丈八尺、周一十五歩。有諸人留題。湛朴詩日

「桀紺大無端、始皇相並肩。恨石猶然在、悪名千万年。」十六国春秋日 「秦始皇修陵、於滑北諸山運石、

故歌日 「運石甘泉口、清水為不流、千人唱、万人相鉤。」恨石半埋於土。至元f年 、山東劉斌断而修溺

陵石橋、用畢。
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年 六.月十八 日題す。62

とあ る。 やは り本磨崖 の内容 を伝 える民国20年(1931)『 山西省各 県名勝 古蹟古物調

査表』所 収 「保徳県名勝古蹟古物調査表」磨崖 ・天橋峡河岸石刻 に よれ ば、天橋峡 の

河 西崖 上 に刻 され 「已残剥」とされ る。天橋峡 とは保徳県城 の東北18キ ロ、河 曲県 と

の境 に位 置す る全長276・5メ ー トル にお よぶ峡谷 である。峡谷部 の河幅は上流側が

38・4メ ー トル 、 中間で21・5メ ー トル に狭 ま り、下流側で は26メ ー トル に広 が る。

冬期 か ら2月 にか けて黄河 が結氷 し天然 の橋 の様 に対面 の府谷 県 とつなが るた め、俗

に天橋 と呼ばれたh3。 調査表 にお いては、磨崖録 文に続 き以 下の按語 が付 され る。

按ず るに、元世祖 の次子 の葬噛拉木 、安 西王に封ぜ らる。志 に云 え らく、安王は

当に写刻 せ る時の誤脱 、或 いは抄録せ る者 の遺漏 に係 るべ し。 史 に言 え らく某府

の長安 に在 る者 は安西 と為 し、六盤 に在 る者 は開成 と為 し、皆な宮邸 を為 るを聴

す。 此れ 木 を運び て長安 に至 ると言 うは、蓋 し以 て府邸 を営むな り。64

ここに指摘 され るよ うに、磨崖 中の 「安王」は安西 王の誤 りであ り、安西王府 の建設

のために木材 が黄河 の水運 を利 用 して京兆に運 ばれ た ことが分か る。 この時 、派遣 さ

れ たのは、安西 王府橡 史の僕散翰之 とケシクテ ンのホー ジャ(Q。ja:和 者)の 両名で あ

る。 上掲録 文お よび 「保徳県名勝 古蹟古物調 査表 」 ともに僕散 翰之 とす るが 、正 しく

は 『牧庵集』巻25「 南京兵馬使贈正議 大夫上軽車都尉陳留郡侯布 色君神 道碑」に王府

郎 中、開成路同知 を勤 めた とされ る僕散翰 文であろ う。 その父は金朝滅亡後 に南京警

巡使 、南京兵馬使 となった僕散長徳 、祖父 と曾祖父 は金 の章 宗朝、世宗朝 の名将 、僕

散揆 、僕散 忠義で あ り、金 の太祖 に嫁 して容宗を産 んだ宣献 皇后や世宗 に嫁 ぎ漢王 ウ

グナイ(Ugunni:烏 故乃)を 産 んだ元妃 を輩 出 した女真 の名門、上京抜魯古河 の僕散氏

の出であ る。

磨崖録文 には欠損が多 く全 体を通 じた理解 は難 しいが、お お よその ところは安西王

に よって派遣 された僕散翰文 とホージ ャが黄河 上流部 の積石州 の東 よ り保徳州 天橋子

までの問の黄河水運の現地調 査 を行 った。 文中の 「此二河道 」の意 は解 し難 いが、諸

官 を集 めて祭祀 を行 った地 点 とは、漢の君子津の名 で も知 られ る大纏 口渡 か ら河津龍

門に至る問にお ける黄河峡谷 中の難所であ り65、 本磨崖 が刻 され た天橋峡 であ ること

は間違 いない。 この天橋峡 の険阻 さは、清代において も米を積 んだ船 が ここに さしか

か ると、峡 谷の上流側 で一端 、荷 を下 ろ して人夫が これ を陸送 し、空 の船 が峡 谷を流

62河 西 崖 有 峻 壁 書 云
、 皇 子 安 王 府 縁 史 僕 散 翰 之 与怯 醇 丹官 人 和者 同奉 上命 、 特 遣 水 運 大 木 、 前 至 長安 。

上 自積 石 州 東 有 一地・名打 羅 … …(欠)… … 下徹 天橋 子 訪 … …(欠)… … 此 二河 道 水 石 険 悪(「 調 査 表」 録

文 に は 「悪 険 」 につ く る)、 自 占以 来未 嘗敢 行 。 所 以 部(「 調 査 表 」 録 文 に は 「備 」 に つ く る)率 諸 官 集

(欠)… … 拝 祭 … …(欠)… … 乗駕 … …(欠)… …(「 調 査 表 」録 文 に は こ の 間 の 欠 文 の 明 示 が な い)

於 此 、皆 頼 神 天(「 調 査 表 」 録 文 に は 「天 神 」 に つ く る)所 護我 国家 洪 福 之 所 致 也 。 故 書 於 此 以示 後。 歳

在 乙 亥 、至 元-一 年 六 月 十 八 日題 。 なお 、『府 谷 県郷 土 志 』 巻3・ 古蹟 ・河 岸 筆 跡 条 に も天 橋 山 の 河岸 に

あ る と して録 文 を 載せ るが 誤 りが 多 い,,

63『[乾 隆]保 徳 州 志 』 巻1・ 因 革 ・天 橋 お よび 同書 巻2・ 形勝 ・天 橋峡
。

64按 元 世祖 次 子 葬 鳴 拉 木 封 安 西{ 一
。 志 云 、 安 正当係 写 刻 時 誤 脱 、或 抄録 者 之 遺 漏 也。 史 言某 府 在 長安 者

為 安 西 、在 六盤 者 為 開 成 、 皆 聴 為 宮 邸 。 此 言運 木 至長 安 、 蓋以 営 府 邸 也 。

65『[乾 隆]府 谷 県志 』 巻2・ 山川
。
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れ 下る とい う方法が用 い られ るほ どで あった[和 田1922]。 した がって、これ まで険阻

な地形 に よって水運 を行 うこ とがで きなか った とされ るのは 、この天橋峡 よ り下流の

水運 を指す ものであ り、至元12年 にお ける木材水運の最大のポイ ン トはま さに この天

橋峡 を越 える ことに あった。

また、黄河 上流部の積石州の東 にある とされ るr打 羅 …」に関 しては、『南村輻耕録』

巻22・ 黄河源 に、

又た 四、五 日の程 に して 、積石州 に至 る、即 ち萬貢 の積 石な り。五 日の程 に して、

河州 の安郷 関に至 り、一 霞の程 に して、打羅坑 に至 り、東北に行 き一 日の程 に し

て、挑河 の水 、南 よ り来 りて河 に入 る。 又たHの 程 に して、蘭州 に至 る。其れ

下 りて北 卜渡 を過 ぎ、鳴沙州 に至 り、応 吉里州 を過 ぎ、正東に行 き、寧夏府 に至

る。 南東 に行 かば、即 ち東勝州 な り、西京 大同路 の地 面に隷 す。 発源 よ り漢地 に

至 るまで 、南北 の澗渓 、細流 して傍貫す るは、紀極 を知 る莫 し。 山は皆な草 山、

石 山に して、積石 に至 りて、方 めて林木 は暢茂す。66

として、積石 州 と河州 の申間に位置 し、黄河 が東北 に屈 曲す る打羅坑 を指 す こ とが分

か る。 こ こで僕 散翰文 とホー ジャの調査が黄河上流 の積石州打羅坑 にまで至 るもので

あ ったの は、積 石州周辺 において良質の木材資源が豊 富であったか らに他 な らない。

【図31黄 河源図(『 南村輻耕録』巻22よ り)】

これ に 関 して は 、『永 楽 大典 』巻19417所 引 の 『経 世 大 典 』姑 赤 に 以 下 の 記 載 が 見 え る。

fiE-i又四 五 日程
、 至 積 石 州 、 即 萬 貢 積 石 。 五li程 、 至河 州 安 郷 関 、 ・日程 、 至 打 羅 坑 、東 北行 一 日程 、挑

河 水 南来 入 河。 又 一 日程 、 至 蘭 州。 其 ド過 北 卜渡 、 至 鳴 沙 州 、過 応 吉 里 州 、 泥東 行 、至 寧 夏府 。 南 東 行 、

即 東 勝 州 、 隷 西 京 大同 路 地 面 。 自発 源 至漢 地 、 南 北 澗 渓 、細 流傍 貫 、 莫 知 紀 極 。 山皆 草 山 、 石 山 、至 積

石 、 方 林 木暢 茂 。
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(至 元四年)五 月二 十一 日、 中書省の拠 けた る西夏 中興等処宣撫 司の呈に、東勝

に合せ て三帖 を立て、本路 に合せて 七立占を立つ るに、権に従いて東勝 の見在 の船

二十一艘 を以て各立占に散給 し行 用す るを除 くの外、未だ造 らざる船三十艘 は、擬

す らくは已に伐 り到れ る大通 山の木植 を用いん こ とを。其 の余 の物料 の計 えて価

の妙 四十余定 に該 る及び 工匠 の糧食 は、転運 司を して応辮せ しむ るべ きや いなや。

又た忙 古解の回称す らく、只打忽等処 に旧 と船三十六艘有 らば、合 に修整 せ しむ

べ し。67

大通 山 とはJI'連 山脈の東 に連 なる西寧州境 内の山並み であ り、大通河 と青海 湖 の分水

嶺 をな してい る。すで に至元4年 の時点において、大通 山か ら木材 が切 り出 され 、黄

河水運 を利 用 して漕運 に供 され てお り、同 じ水運ルー トを用 いて大通 山お よび積石州

周辺 か ら京兆への木材供給 がはか られ た こととなる。

郭 守敬 によって 開発 され た黄河漕 運は東勝州 まで水路 を用 いた後 、陸路 に よって大

同に至 り、そ こか ら大都へ と続 くものであった。 これ に対 して、安西王府 の建設 に用

い られ る木材 は、東勝州 か らさらに黄河 を下 り、晋陳峡 谷を通過 して京兆へ と達す る

必要 がった。銚燧 「延贅 寺碑」(『国朝文類』巻22)が 記す 「其 の時 、河の外秦 固の内地

を健 ぎ68、 教令 を之れ 瀧に涼に蜀 にLに 加 う。 ……(中 略)… … 自余 の商質 の租 、農

畝の賦、 山沢の産 、塩鉄 の利 は 、王府 に入 らず して悉 く邸 自か ら有」69す の言葉 の通

り、黄河上流域 の木材 資源 は安西王邸が裁量可能な権 益に含 まれ るものであ り、 これ

を黄河の水運 を利用 して、歴 代王朝が な しえなか った晋 陳峡 谷 をも越 えて京 兆へ と輸

送す るとい う大規模 なプ ロジェク トが実行 に移 されたので ある。

さ らに、 当該磨崖 が刻字 された時期 も重要で ある。 至元12年6月18日 までに僕散

翰之 とホー ジャが積石州 か ら保徳天橋子 に至 るまでの黄河水運の現地調査 を終 えるた

め には、黄河 の結氷 時期 な ども考慮す る と、遅 くとも同年の春 には調査 を開始 した は

ずで あ り、計画 自体は至元10年 、 も しくは11年 には作成 され ていた こと となろ う。

黄河上流部 にお け る木 材資源 の調達 と黄河水運の利用 とい うアイデ アは、安西王府の

67(至 元四年)五 月_f一 日
、中書省拠西夏中興等処宣撫司呈、東勝合立三靖、本路合立七立占、除従権

以東勝見在船二十 一艘、散給各姑行用外、未造船三十艘、擬用巳伐到大通山木植。其余物料計該価妙四

十余定及工匠糧食、合無令転運司応辮。又忙古解回称、只打忽等処旧有船三十六艘、合令修整。

68「 健河之外秦固内地」の8字 については、銚燧 「興元行省爽谷公神道碑」(『国朝文類』巻62)の 銘に

「維興早特、童子植植、既失定嚢、荷其紫斯、 与老戎行、右頷左頑、 ∫二河之外、干関之内」とあ り、爽

谷龍古帯の活躍の舞台が関中および漢中であったことを考えると、同 じく河の外は黄河以西、秦固は 「固」

を 「関」の意にとらえて関中の地を指す と考えられる。また、『牧庵集』では四部叢刊本および北京図書

館所蔵清抄本ともに 「健」を 「腱」につ くるが、管見の限り、腱河をモンゴル高原のエルグネ川に比定

する以外にその他の用例を見ない。同 じく女兆燧の撰になる 「金同知沁南軍節度使事楊公伝」(『国朝文類』

巻六九)に 金の宣宗が中都を放棄 して南京(開 封)に 遷都 した後の状況として、「健河之北、縣地数千里、

信敵収蒐、其中不敢認寸尺為己旧時則有」の語が見え、黄河を境として河北の地を放棄せんとする意味

となることから、ここでも黄河を境としてその外側 と解する。なお、「河の外」とは、広い意味では大都

(もしくは)上 都から見た黄河の向こうであるが、具体的に意味するところは黄河の右岸である。

69其 時、健河之外秦固内地、教令之加P朧 十涼1蜀 チ先……(中 略)… …自余商賞之租、農畝之賦、山

沢之産、塩鉄之利、不入王府、悉邸 自有。
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建設お よび京兆復興事業に不可欠な要素 として、その事業の うちに繰 り込まれていた

と考えざるを得ない。

第2節 石材資源 と道路建設

僕散翰文 とホー ジ ャが木材資源の調達 に派遣 されたの とほぼ時 を同 じく して、安西

王府 の命 を受 けて河東 の地 に 「山沢の産」 を求 めたのが、平陽路総管府判官 の任 にあ

った王揮で ある。 「西 山経行記」(『秋澗先生大全文集』巻37)に よれ ば、

至元 乙亥(12年)の 秋七.月、藩府 の傲 を被 り、来 り伜せ る盧君 とイ皆に文石 を晋 に

採 る。丙 申(27日)、 裏陵 に如 き豚の事 を董治 し、許 氏の東 堂に館 す。八月庚 子(2

日)、 西梁 に次 り、質明 、祭 を黄崖 山の下に致 し、遂に工 に命 じて役 に即か しめ、

楊 を普 照僧 舎 に借 る。 凡そ再宿す るに、義成石 を以 て言 を為す者 有 り。 壬 寅(4

日)、馬北 首 し、山に募 りて行 き、臨扮 の界 に入 り、侯氏 ・四水 等の略 を過 ぐ。 山

尾 を途 え、王荘/¥を 得。 俗 口は徹諮 に して夷術 た り、北は 白陵砦 の脚 に連 な る。

既 夕、龍 子祠 の南 の晋掌里 に宿 る。癸卯(5日)、 井/¥を 下 り、麻柵澗 を渡 り、獅

子鼻 よ り山に登 り、石 門を越 えれ ば、是れ姑射山谷為 り。……(中 略)… … 甲辰(6

日)、鄭 俗 よ り義成 に入 り、澗槽 に分循 して西行 し、瞼狭 を径 らば、草木蒙茂 た り。

歩履 は錯 迩 と して 、水鎧 を過 ぎ、折れて東北 し確嶺 に上 る。石 の在 る所 を視 るに、

石陛 は砺覆 た りて 、隠 山の半腹 を圧す。 玄質 白章 、又 た其の色 を緯す るこ と雲然

の若 き者 有 り、尤 も秀潤 に して奇特 た り。70

とあ り、藩府 の激 、す なわち安西王府 の命 を受 けた王憧 は、盧某 とともに平陽府 を出

立 して裏陵県 の西北部 に位置す る黄崖 山に赴いた。その 目的は 「文石 」の採取 にあ り、

黄崖 山にお いて祭 祀 を執 り行 った後 、工人 を動員 して採取 に当た らせ た。 この祭祀 に

おいて読み上 げ られ たのが、『秋澗先生大全文集』巻63に 収録 され る 「祭黄崖 山神 文」71

であ る。 また、『秋澗先 生大全文集 』巻7・ 七言古詩 に 「黄崖行」 と題 す る詩 が収 め ら

れ る72。 そ こに詠 われ る 「青章紫質 に して呈潤 を含」む石材 こそ、王憧が求 めた文石

70至 元乙亥秋七月、被藩府激、借来伜盧君採文石於晋。丙申、如裏陵董治厭事、館許氏東堂。八月庚子、

次西梁、質明、致祭黄崖山下、遂命工即役、借楊普照僧舎、凡再宿。有以義成石為言者。壬寅、馬北首、

労山行、入臨扮界、過侯氏 ・四水等/¥。 途山尾、得王荘/¥。/¥口 徹諮夷衛、北連 白陵砦脚。既夕、宿龍

子祠南晋掌里。癸卯、下井俗、渡麻柵澗、自獅子鼻登山、越石門、是為姑射略。……(中 略)… …甲辰、

由鄭硲入義成、分循澗槽西行、径瞼狭、草木蒙茂、歩履錯迩、過水榿、折而東北上確嶺。視石之所在、

石陛瑚覆、圧隠山之半腹。玄質 白章、又有緯其色若雲然者、尤秀潤奇特。

71節 彼南山
、璽安一方。笈産奇石、紫質青章。IE宮 繕興、爾焉来営。伐而材之、不無震驚。用是昭告、

惟神降寧。庶愚黙佑、迄用有成。尚享。

72黄 崖/¥深 能幾許
、殆似1J'p余無足数。寧知奇石産山腰、一脈砺如榮綬組。青章紫質含呈潤、錦.,」 斑驚

製縷。楚難有材為晋用、山節星馳来歴観。簡書専摘正官臨、敢惜筋骸嘗険阻。奏裳上下難谷間、石角鉤

衣互樺控。是時秋暑八月交、背汗挾流気姻吐。班荊坐憩還自笑、汝是愛山王判府。守官四載悦無功、今

次於公端肱股。役夫分功 日有程、荷鍾持鑛編什伍。催堅挟磯先墓脚、不假鞭駆衿智取。風埃蔽堅散雲姻、

巨石砕崖p鼓 。不邊蝋履N」G孚遊、真作伐山霊運挙。老翁住香適何来、再拝向山親呪誼。漠津纏分有此

山、其在晋邦群玉圃。山霊葦秀不自街、埋没荒山幾風雨。材為世用出有時、 一旦承恩籍君武。漢家制度
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であ り、安西王が王宮建設 の用材 として調達 を求 めた ものであった。詩 中に詠われ る

漢代 の事跡 が、後漢 の中平2年(185)に 火 災 によって焼失 した南宮 の修復 のために、

張譲 や趙忠 ら十常侍 が太原 、河 東、朧西 の諸郡 か ら木材 と文石 を長安 に運 ばせ た こ と

を指 す よ うに73、 裏 陵が位置す る河 東の地に産 出す る文石は古来 よ り著名 な建設資材

で あった。

『南村較耕録』巻22・ 宮 闘制度 に よれ ば、大都 皇城 の大内の正殿 で ある大明宮 のほ

か多 くの宮殿 の敷石 として文石 が用 い られ てお り、安西 王府 の宮殿 の建築資材 にも黄

崖 山な どにて採取 され た筋 目模様 の入 った青大理石 であ る文石 が用 い られ たので ある。

さ らに、 この石材 は石碑 の用材 としても用い られ た可能性 が高い。す でに前章で見た

よ うに、碑 林 に現存す る至 元年 間の碑刻 の多 くが、既存 の碑刻 の裏 面を用いて刻字 さ

れてい る。 これ は当時 、石碑 の用材 が不足 していた ことを示唆 してお り、碑林 に限 ら

ず 、重陽万寿宮や楼観台 に林 立す るモ ン ゴル 時代 の巨大な碑 刻の用材 と して この河東

の青大理石が用い られ た と推測 され る。

黄崖 山での採石 を終 えた後 、王憧 と盧某 は西 山に沿って北上 し臨扮西部の姑射 山に

分 け入 る。 この度 の姑射 山行 きは、黄崖 山での採 石の際に聞き得 た義成 石を求 めて の

もので あった。王揮 は鄭 山谷よ り義 成を経 て、磧 嶺の上に至 り、山肌 を覆 うほ どの大量

の 「玄質 白章」の石材 を 目にす る。 さらに、8月7日 に姑射 山 よ り平陽府 に帰 った王

憧 は同月29日 には沁水 県へ と向かい71、 県/'の 李汝翼 とともに県城 の南20里 の鹿 台

山75に お いて文石 の採 取 を行 った76。 この文石を京兆へ運ぶた め鹿 台 山の西南 か ら緯

県、 も しくは翼城 県へ と至 る道路 が建設 され てい る。

石材 の調 達 と搬 出のために山中か らの道 路を建設 した事例 が 『秋澗 先生大全 文集』

巻37に 収録 され る 「平陽府臨扮県姑射 山新道記」に も見えるが、撰 文の時期 が明記 さ

れ ない。 これ に関連 して、王憧 の子 の王公儒 に よる神道碑 「大元故翰林学士 中奉大 夫

知 制詰 同修 国史贈学+承 旨資善大夫追 封太原郡公論 文定王公神道碑銘 井序」(『秋澗先

生大全文集』附録)に 「藩府、姑射 山の文石 を採 るに、夫 匠の力を籍 り、山践 を開き坦

途 を為す者 六十里 、西 山の伏利 は、之れ に由 りて 出づ。土人 は石に刻 みて其 の事 を紀」

随 繍 秦 、 大 起 明 堂 朝海 寓 。 堂 堂 天 策 干 維 城 、 建 国 分 茄 開 雍 上()正 須 壮 麗 称 王 宮 、 不 爾 何 能 為 万 舞 。 我 今

問 翁汝 何 為 、扶 杖 丁 寧 前 致 語。 翁 云 匠 業 居 此 山 、薄 伎 伝 家 自吾 祖 。 我 錐 垂 老 喜 見 此 、 側 随 明 揚 遇 時 主。

夕 陽欲 下 山 更 好 、 墾慮 横 峰 争媚 賦 。 人 為 物 轟 固實 然 、 石 分 石 分 今 玉 汝,

73『 後 漢 書』宙 者 列 伝 第68・ 張 譲 ・趙 忠 「明 年
、南 宮 災。譲 、 忠 等 説帝 令 敏 天 下 田 畝税 十銭 、以 修 宮 室 。

発 太原 、 河 東 、 秋道 諸 郡 材 木 及 文 石 、 毎 州 郡 部 送 至 京 師 、 黄 門 常 侍 輯 令謎 呵 不 中者 、 因強 折 賎 買 、十 分

雇 一、 因復 貨 之 於 窟 官 、 復 不 為 即 受 、材 木遂 至腐 積 、 宮 室連 年 不成 。 」

74『 秋 澗 先 生 大 全 文 集 』 巻2・ 五 言 古 詩 ・過 鹿 台 西崎 「乙亥 八 月 二
1九 日、借 沁 水 県 ヲ+李君 飛 卿 目示治 道 馬

上 作 」、 『「康 煕]沁 水 県志 』 巻5・ 官 師 志 ・県 令 ・元 「李汝 翼 、 字 飛卿 、 光 州 監 生 、 至 元 間 任 沁 水 県令 。」

75『[雍 正]山 西 通志 』巻23・ 山川 ・沁 水 県 鹿 台 山条 に よれ ば
、同 山 中に は 「文 石 岡 」 とい う場 所 が 存在

す る。

76『 秋 澗 先 生 大 全 文 集 』 巻2・ 五言 古詩 ・過 鹿 台 山 「在 沢州 沁 水 県 南 二十 里
。 時 被 安 西 王 命 伐 石 於 此 。 」

ま た 、 同 書巻62・ 為 虎 害 移 沢 州(11霊 文 に 「大元 国 至 元1一二年 九 月 日、承 直 郎 平陽 路 総 管 府 判 官 王 揮 、近

被 藩 府 傲 、 伐 石 東 鄙 、 有 以 虎 害 言 者 、 謹 移 文 以 告 」 と して 、 こ の度0)文 石採 取 の 折 りに執 筆 され た もの

で あ る こ とが 分 か る。 た だ し、沁 水 県 の 東の 沢州 に まで 王悼 が赴 い た か は 不 明 で あ る。
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す77と ある。これ に続 いて、至元13年 に陳砧 とともに河南五路の儒士 の考試 のため開

封 に赴 き、翌14年 には翰林待制 と して平 陽を離れ たこ とが記 され る。 くわ えて、 「姑

射 山の進 道成 り、張仲 明に和 して音勾す 」(『秋澗先生大全文集』巻16・ 七言律詩)の 前文 に

「姑射 の北倦洞 、予既 に新道 を為 り石 を立て、且つ諸君子 に会す。明 日大雪た り」78と

あ ることか ら、沁水県鹿 台山にお ける文石採取 と道路整備 に着手 した後 、同年 至元12

年 の冬に姑 射 山の道路建設 が行われ た と考 えられ る。

刻字 立石 された とす る 「平陽府 臨扮県姑射 山新道記」 であるが、後世 にお いて本碑

は地方志や 金石書 に収録 され ることはなかった。2010年3月6日 、筆者 が舩 田善之氏

とともに姑射 山の碑刻調査 に訪れ た際、姑射 山北仙洞 の王母楼 の脇 に立っ至元16年5

月5日 立石 の 「重修姑射 山王母洞記 」79の傍 らに残碑 が横 たわ るのに気づい た。 わず

か に残 る文 面には 「安西 王」や 「国家」の文字が一字拾頭 され る。「平陽府 臨扮県姑射

山新道記」 との照合 を行 った ところ、残存箇所 はほぼ完全 に一致 し、 これ が 「平陽府

臨扮県姑射 山新道記 」 の残碑 である ことが判 明 した。

これ によれ ば、安西王 の京 兆へ の出鎮 とこれ に伴 う王府建設 のために、使 者が姑射

山に派遣 され石材 の調達 が命 じられ た。 これ は、同年夏 に同地 を訪れ 大量の義成石の

存在 を確 認 していた王揮 自身 の報告 に基づ くもの と考 え られ る。 この時、平陽府の 西

25キ ロに位 置す る東 陶お よび西陶 までの車道が新た に整備 された。工事は500人 の役

夫 を投入 して15,000工 の工事量80が18日 間で行われ、全長27キ ロに及 ぶ新道が完成

した。義成石 と呼ばれ た 「玄質 白章」の文石 は西陶 ・東陶の西 に産 出す るもので あ り、

その途 中の鄭封俗 ・上砦の地 は石炭 を最 も多 く産 出 し、宋代 には晋州鉄務 が置かれた

交通 の要所で もある。 また、東陶、西陶 も良質 の石炭が集 まる場所 であったが、 これ

まで地形 が険阻 でその利 を活かす こ とがで きなか った。今 回の工事 に よ り、東 陶、西

陶の地 か ら姑射 山仙洞溝 の北仙 洞、南仙洞 を経 由 し、参/¥に 出て平 陽府 に至 る道 路が

整備 され 、途 中には運搬 用の車がすれ違 えるこ とがで きるよ うに6カ 所 の避 車場 が設

け られ た。

さらに、東陶か ら馬鞍嶺 口に至 る問は、谷筋 を東行す る北道 とい ったん南下 して東

に向か う南道 の両道 が設 け られ、谷筋 を走 る北道が出水のた めに利用 できない場合の

備 え とした。 険 しい道 は平 らに し、狭い道は広 げ、火薬 を用いて大石 を割 るな ど、資

材運搬 のための車が通行 可能な道路工事がな された。 これ によ り、西 山に眠 っていた

「山沢無窮 の利 」が活用 され 、安西王府 の建設 に利 用 され る とともに、民を大いに稗

益す る もの とな ったの であ る。 この事業 を記念 して、新道 が経 由す る北仙洞 の王母洞

に 「平陽府 臨扮 県姑射 山新道記 」が立石 されたのであ る。

77藩 府 採 姑 射 山 文 石
、 籍 夫 匠力 、 開 山践 為 坦 途 者 六t里 、 西 山 伏利 、 由 之 而 出 。 士人 刻 石 紀 其 事。

78姑 射 北 イ暮洞
、 予 既 為 新 道 立 石 、 且会 諸 君 子 。 明 口大 雪 。

79王 天 然(主 編)2011(40～41頁)に 拓 影 と録 文 を 載 せ る
。 刻 字 立 イaに関 して 「姑 山逸 人 柴 慶 撰 、 平水

雷 慧 書 、 晋 難 李 道 占題 額 、 本 洞 口 衆 等 立 石 、 平 水 徐 順 錨 」 と あ る。 ま た 、 首行 に 「国 師 掌 教 大 宗 師洞 明

真 人 祁 法 旨」、末 行 に 「宣授 嘉 議 大 夫 平 陽 路 総 管兼 府 粛 本 路 諸 軍 奥 路総 管 都 功 徳 主 完 顔 辿 」 とあ り。 題 額

は 存在 しな い 。

80『 淫 渠 図 説 』 に 見 え る 「毎 方 一 尺 為 一 工 」 を 基 準 とす る と
、15,000-Lは お お よそ405立 方 メ ー トル の

土 を 動 か す 量 と な る。
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河東で の石材 の調 達 に関 しては、数多 くの詳細 な記録 を残 した こ とで知 られ る王揮

が郵伝 を担 当す る平陽府 判官81で あったが幸い して、その具体的 な状況が明 らか とな

ったが、そ の他 各地で も同様 の行為がな され た と考 え られ る82。 姑射 山にお ける文石

採取の事例 に見え るよ うに、石材 に限定 され るこ とな く、「山沢之産」に含 まれ る石炭

な どの資源 の採掘 ・利用 にも安西王の権限が及んだのであ り、 これ らの資材 を用いて

安 西王府 の建設 お よび京兆の復興事業が推進 された。

黄河水運 を用 いて黄河上流域か ら木材 が調 達 され、道路建設 によって河 東の各地 か

ら文石が調達 され たのが 、同 じ至元12年 であった ことは決 して偶然の一致で はない。

す でに木材調達 の事例 において述べた よ うに、資材 の調達 と運搬ルー トの整備 とい う

両事業 は、安 西王の京兆 出鎮 の当初 よ り綿密 に計画 された ものであった ことは間違 い

ない。河東 の文石は蒲津 で黄河 をわた り、東滑橋で./`/水を越 えて瀟橋 ・安西 王府 ・京

兆へ とそれ ぞれ もた らされ たこ とであろ う。 また、黄河 を用 いて運 ばれ た木材 も、壺

口爆布 の名 で知 られた 山西吉州以南へ の水運 は望むべ くもな く、 ここよ りは陸揚 げ し

て京 兆に運 ばれた と考 え られ る。や は り河東 か らの文石搬送 と同 じ陸運 のルー トが採

られ た と考え られ る。

こ うした資材 運搬 に不 可欠 な車輌 の建造 こそが劉斌 の主た る生業であ り、車輌 建造

のみ な らず 、 これ を用 いた運送業 が劉斌 の事業 を支 え る経 済的基盤 となったので あろ

う。安西 王国の統治下 におけ る交通 ・物流 の活性化 は劉斌 の事業展開 に とっても極 め

て重要 な前提 条件で あ り、その前提 として 自身 の名を広 め、京兆の官員、富家お よび

宗教者 との人的ネ ッ トワー クを構築す るための先行投 資 と して潮 橋架 設が開始 され た

とみ るのは うが ちす ぎであろ うか。

第6章 「張記」 の背景

これまでの考察結果から、安西王府の建設や京兆宣聖廟の復興などの諸事業が安西

王国建国当初か ら周到に計画されたものであ り、これを支える物的資源の確保お よび

その調達を 目的 として、王国の統治下各地において水運 ・交通の整備がなされていた

81王 揮 「登 雀楼 記 」(『秋 澗 先 生 大全 文 集』 巻36)に 「且 判 府 職
、固廉 幕 而 開掌 有 顎 務 。 国制 判 官 典 郵伝 、

季 得 乗 駅 、 検 劾 稽 緩 」 とあ り、 府 判 官 の職 責 に 郵伝 が 含 まれ る こ とが 、 文 石 調 達 お よび 道 路 建 設 に 王 揮

が 関 与す る根 拠 と な った と考 え られ る。 た だ し、 「延 麓 寺 碑 」 に 記 され る よ うに 、安 西 王 の権 益 が及 ぶ範

囲 は あ く ま で黄 河 の 右岸 で あ った こ とを 考 えれ ば 、 黄 河 以 東 の 河 東 の 地 にお い て 物 資 の 調 達 が な しえ た

理 由 を見 い だす こ と が で き な い 。 同 じ く河東 の 地 に あ る塩 池 か らの 収 益 を安 西 王 が 韮に して い た こ とは

す で に松 田1979に お い て 述 べ られ る とこ ろ で あ る が 、現 段 階 で は 「山 沢 之産 」 の 調 達 を 可能 と した 根 拠

に つ い て は 不 明 とせ ざる を えな い 。

82シ ャバ ンヌ(E .Chavannes)、 ポ ッペ(N.Poppe)、 リゲ テ ィ(L.Ligeti)、 亦 鄭 真 、照 那 斯 図 とい った1/J-々

た る金 石 学 ・モ ン ゴル 学 の 泰 斗 が こぞ っ て 取 り上 げ た 、 現 存 す る最 占 の バ ス バ 字 モ ン ゴル 碑 た る 龍 門 禺

王 廟 の 安 西 王 マ ン ガ ラ の令 旨は 、 平 陽府 の 尭廟 ・后 上 廟 ・萬 王 廟 の 住 持 で あ っ た 姜 善 信 、 董 若 沖 ら に宛

て て 鼠 年(至 元13、1276)正 月26日 に発 せ られ た もの で あ り、河 東地 域 にお け る資 源 の調 達 と交 通 ・物

流 イ ン フ ラの 整 備 とい っ だ 連 の 施 策 に連 動 す る もの と考 え られ る。 同 碑 に 関す る研 究 成 果 につ い て は 、

Tumurtogoo2010を 参 照 、,

32



ことが明 らか となった。 さらには、劉斌 の 自発的意志 に基づ くとされ る{"lfa7架設 も実

質 的な着工 は、マ ンガ ラの安 西王就封 と時 を同 じくす るものであ り、安西 王国にお け

るイ ンフラの整備 とい う大背景 の もとに推進 された事業であった とみ な し うる。

言 うまで もな く、濡橋架設事業 において発案者 であ り実際の工事 にお いて も中心 と

なった劉斌 の功績 は抜 きんでた ものであ る。 しか しなが ら、一介の庶人 の功績 がか く

も盛大 に顕 彰 された こ とには若干 の違和感 を覚え る。特 に、瀦橋 完成 の後 、李庭 に よ

って 「創建石橋 記」が撰述 され 、勅建碑 として立石 され たに もかかわ らず83 、再度張

養 浩 によって 「安西府威寧県創建瀟橋記」 が執筆 され たのは、いかな る理 由に基づ く

もので あろ うか。 この問題 を解 く鍵 は 「張記」執筆 の時期 にあ る。 これ に関 しては、

す で に李之勤 の考証 によって武宗カイ シャンの至大2年 か ら4年 正月の問 に執筆 され

た もので ある ことが明 らか に されて いる[李1994B]。 ただ し、当時の政治状況 を考慮

すれ ば、撰述 の時期 を さ らに絞 りこむ こ とが可能 とな り、 さらには撰 述 の 目的 を も明

らかにす るこ とができ る。 そ こで繁 をい とわず改 めてこの問題 を考 えてい きたい。

まず は、 「張記」が執筆 され るに至った経緯 について、以下の記載が 見 える。

後 に功 を詑 うるに、斌 は京師 に報 じ、且つ近侍 に言 を為す。 「安西始 め潜邸 に割隷

す るは、実 に聖上 の疇 昔九/JIILの経 る所 の地 に して、前代 の天下 を有つ者 、周 の若

き、 秦の若 き、漢唐の如 きは、皆 な嘗て ここに都す。地 は膜 えて戸 は羨 ふ るる こ

と、他郡の比 に非 ず。橋 は必ず これ を称 して宜 しき と為す。今幸 いに告成 す るは、

国家 のカ に繋 る。 斌、何 をか有 らんや。 乞 うらくは これ を石 に文 し、以 て悠 久 に

詔 せ ん こ とを」 と。近侍 の以 聞す るに、上 曰 く 「此れ斌 の功な り」 と。 乃 ち尚書

省 に勅 し翰林 国史院に下 して辞 を為 さしむるに、臣某 、恭な くも執筆 に当 る。84

"IlpJ完成 の後 、近侍(賀 仁傑か?)を 通 して報 告がな された ことを うけて、 尚書省 に

勅 が下 り、翰林 国史院 に記文の撰述 が命 じられ 、張養 浩が これ を担 当 した とい う流れ

とな る。素直 に この記載 を読 めば、瀦 橋が完成 した至元15年 、も しくは数年 内 に劉斌

か らの竣工 の報告 があ り、時の大ハー ン ・クビライに よって記 文撰述 の勅 が下 された

とな ろ う。但 し、『張文忠公文集』(元 統3年 序刊本)の 附録 に収 め られ る張起巌 奉勅撰

の 「大元勅賜故西 台御 史 中丞贈櫨誠宣恵功 臣栄録 大夫 陳西等処行 中書省平 章政事柱国

追封 濱国公論 文忠 張公神 道碑銘 」85に よれ ば、張養浩 の初 出仕 は太傅 魯国康 里文貞公

が平 章であ った時 にその才が見いだ され 、礼部令史 に辟招 され た時 とす る。 カ ンク リ

の ブクム(Buqum:不 忽木)が 中書平章政事 であったのは至元28年(1291)か ら陳西行

省平章政事 に任 じられ る至元31年(1293)ま での間であ る86。 した がって、至元15

83「 駆志」に 「名達廣聡、親承顧問、寵賜優渥、勅建豊碑」 とあり、『類編長安志』の出版時期(大 徳2

年、1298)か ら考えて、これが 「李記」の立石を指すことは明らかである。

84後 詑功、斌報京師、且為近侍言 「安西始割隷潜邸、実聖上疇昔九旛所経之地、前代有天下者、若周、

若秦、若漢唐、皆嘗都焉。地膜戸羨、非他郡比。橋必称是為宜。今幸告成、繋国家之力、斌何有焉。乞

文諸石以詔悠久。」近侍以聞、 一ヒ日 「此斌功也。」乃勅尚書省下翰林国史院為辞。臣某恭当執筆。

85張2009に よれば
、同碑は済南市水屯の張養浩菓に現存する。また、同墓域内には黄漕撰の祠堂碑 「故

陳西諸道行御史台御史中丞贈濾誠宣恵功臣栄禄大夫陳西等処行中書省平章政事柱国追封濱国公論文忠張

公祠堂碑」も残る。

86『 国朝名臣事略』巻4・ 平章魯国文貞公
。
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年 頃には、翰林院官はお ろか いまだ 出仕以前の段 階 とな り、 ク ビライ の命 を受 けて記

文を執筆す るよ うな状況 にはあ りえない。

さらに、勅が発せ られた 尚書省 に関 して も矛盾が存在す る。 尚書省が設置 され た時

期 は、至元7～9年 、至元24～28年 、至大2～4年 の3回 で ある。 これ に対 して、張養

浩の翰林官在任 時期は 、翰林待制 に任 じられた至大年 間 と翰林直学士 に任 じられ た皇

慶年間 の2度 であ り、 尚書省の設置 と張養浩の翰林院官在任 とい う二つ の条件 を とも

に満 たす 時期 は、至大2年 か ら4年 の問に限定 され る。 よ り厳密 に言 えば、武宗 カイ

シャンの もとで 尚書省 が設 け られたのが至大2年8.月 癸酉(3日)87で あ り、廃止 され

るのが カイシャ ン崩御 のわずか2日 後の至大4年(1311)正 月壬午(10日)88で ある。

しか も、張養 浩の翰林待制への任官 は、至大3年 に尚書省 への批判 として万言書 を提

出 した ことに対 して、監察御史 としての弾劾権 を剥 奪す るこ とを 目的 としてな され た

報復措置 であ り、 さ らに同年 内には罪 をもってその職 を解かれてい るこ とか らも、上

記二つ の条件 を満 たす期間は よ り狭 め られ、ほぼ至大3年 に限定 できる。

した がって、劉斌 が藩橋竣工の報告 を行ったのは クビライ に対 してであ り、張養浩

に記文 の執筆 を命 じたのは カイ シャンであ ることとな り、「張記」にはこの間に明 らか

な空 白が存在す ること とな る。ただ し、「張記 」にお いては、この空 白を意 図的に埋 め

るかの よ うな操 作がな され る。それ が、覇橋架設 事業の完成時期 に関わる記述 である。

すで に述べ てきた よ うに、瀟橋架設 は至元元年 に始 ま り、至 元15年 に終 了 した。ただ

し、 「張記 」 にお いては、 「至元三年肇功、潰 成於 二十五年」 として、至元3年 に始 ま

り25年 に完成す る とされ るのであ る。 至元19年 に没 した李庭 が 「創 建石橋記 」 を撰

述 してい る ことか らも明 らかな よ うに、至元15年 に瀟橋が完成 した ことは疑い よ うが

ない。 しか しなが ら、 も し完成の 日時 を至元25年 とす るな らば、 ち ょうど至元24年

か らの 尚書省 の再設 置期間 と重 なるこ ととな り、そ こに齪歯吾は生 じず 、上述 した空 白

期間の問題す ら消滅す る。 張養浩の わずかな一字の操 作 によって記文撰述 の主体は カ

イ シャンか らク ビライへ と変 え られ 、カ イシャンの行為 はク ビライの姿の中に押 し込

め られ るの である。

現存す る 『張文忠公 文集 』お よび 『帰 田類 藁』所 収の 「張記」 に文字 の異 同は確認

で きず、張養浩 の操作 を裏付 けるよ うな 史料 は存在 しない。 しか しなが ら、カイシ ャ

ン時代の京兆 をめ ぐる状況は、 こ うした推 定を裏付 ける。 カイ シャンは即位 の後 、 自

らの即位 に先 ん じて クーデ タを行 った安西王府 を壊滅 させ、代 わって弟 アユルバ ル ワ

ダを皇太子 とした上 で安西王 に封 じる。 つ ま りカイ シャンに とって 「李記」 に 「聖 主

賢王、努蔵 を惜 しまず 」 と して、聖主 クビライ と並 び称 され る賢王マ ンガラの姿は好

ま しい もので は無か ったはずで ある。 さらに弟 アユルバル ワダの存在 を考 えれ ば、 ク

ビライの後継 者 として京兆の地 に対 して も自らの存 在 を顕示す る必要 があったのでは

ないだ ろ うか。 旧安西 王国領 を継 承 したアユル バル ワダ に対す る痛烈 なア ピー一ル であ

った可能性 も否定 できない。

なお、『長安 志図』巻上 に載せ られ る 「奉元城 図」には、京 兆府城 の東 に北 よ り 「安

西故 宮」、 「成寧 県」、 「太子府」 の記載が見 える。 この うちの 「太子府 」に関 しては、

87『 元 史』 巻23・ 武 宗 本 紀 ・至 大2年8月 癸 酉条
。

88『 元 史』 巻24・ 仁 宗 本 紀 ・至 人4年 春 正 月 壬午 条
。
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安西王 の太子 の居 所で あった可能性 もある。 ただ し、安西王府 が 「故宮」 と表記 され

るの に対 して 「太 子府 」については 「故」に類す る記載 が見 えない こ と、 さらに造 営

のモデル となった大都 においては皇太子のオル ドであ る隆福宮が皇城 内 に位置 してい

るこ とな どか ら考 えて、 これがアユル バル ワダの居所 と して建設 された ものであった

可能性 が高 い。安 西王府 を継続利 用せず 、新 たに居所 が造 られた とすれ ば 、その意 味

す るところ もお のず と明 らかであろ う。

こ うした カイ シャ ン側 の意 図 とは別 に執筆 を命 じられ た張養 浩には また異 なる思惑

が存在 した。 もともと張養 浩は太子 司経 さらには太子 文学 と して東 宮時代の アユルバ

ル ワダに仕 えた経歴 を持 っ。 さらにカイシャ ン時代 においては尚書省 に対 して痛烈 な

批判 を行った ため、職 を追 われ都 を離れ るまでに追 い込 まれ た。 これ がカイ シャンの

死去 とアユルバル ワダの即位 に ともない、一転 して中央政府 に呼び戻 され 右 司都事 を

経 て、翰 林直学士 、 さらに礼部 尚書 に任 じられ るに至る。 こ うした張養 浩の経歴 を考

えれ ば、わずか一字 の操作 によってカイ シャンの もくろみ を抹殺す るには充分 な理 由

が存在 しよ う。すで に刻石立碑 されて いたはず の 「李記」 に対す る言及 が一切 な く、

安西王 の濡橋架設 への 関与 に対す る記述 を極端 なまでに控 え、その功績 を劉斌個人 に
一身 に帰す るとい う 「張記 」の著述ス タイルは

、こ うしてできあがった もので あった。

おわ りに

至元元年 に始ま る劉斌の瀦橋架設事業 は京 兆の官員 か らの経済的支援 を受 けなが ら

も、 尚書省官 らの妨 害な どによ り順調 には推移 しなかった。 これ が至元9年 に至 り、

蘇 可轍 か ら呂塾 、 さ らに賀仁 傑 を経 由 して ク ビライへ と状況 が伝 え られ 、謁見 を通 し

て資金お よび 労働 力を賜予 され る。 大ハー ンよ りの認可 を得 たこ とに加 えて、 これ を

バ ックア ップ したのが、同年 にお けるマ ンガ ラの安西王就封 と翌年 の京 兆出鎮 とい う

出来事 で あった。 王府 内への龍 首渠の引水、 さらには交通 の要 としての"Ilalの 立地条

件 を最 も有効 に活用 し得 る京兆府城 の東北 とい う場所 に安西王府 が建設 されたの は決

して偶 然で はな く、王府 と劉斌は互いの事業 を助 け合 うとい う協力 関係 にあ った。 こ

れ を裏 付 ける もの こそ、至元13年 以降に行 われ る京兆宣聖廟 の修復事業 であ り、劉斌

は碑林 の碑 刻再建 を含 む修復 事業に経 済的支援 を行 った のである。

これ らの諸事業 に不 可欠 な木材 お よび石材資源 につ いて も、安西王 国の建 国 当初 か

ら周到 な計画 が練 られ 、黄河水運 を利 用 して上流部 の積石州周辺 か ら木材 を運ぶ に止

ま らず 、歴 代王朝 がな しえなかった晋陳峡谷 の船舶通過 までもが計画 され た。 また、

裏 陵黄崖 山、沁水鹿台 山、臨紛姑射 山において宮殿建設 の資材 として文石 の採取 が命

じられ 、車両で の運搬 を可能 とす るた めに各地の道路 が建設 ・整備 され た。 劉斌 の{

橋架設 は安 西王国 の支配 下におけ る交通お よび物流 のイ ンフラ整備 と京 兆復 興 の一 貫

として 両者 の相互協力 関係 の もとに推 し進 め られた もので あった。 ただ し、武宗 カイ

シャンの即位 に ともな う安西 王家 の崩壊 とアユルバル ワダへの京兆分地 の賜与 によっ

て 、京 兆をめ ぐる情勢 は再 び複雑化す る。 至大3年 に撰述 された 「張記 」にお ける過

大 なまでの劉斌の顕彰 はカイ シャ ンの思惑 を退 ける とともに、安西王マ ンガ ラの功績

をも抹殺す るもので あった。
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